
１ 会  議  名 決算特別委員会 

 

２ 日    時 平成２７年９月２９日（火）     １０時００分開会 

                   １５時０５分閉会 

 

３ 場    所 議場 

 

４ 出 席 委 員 牟田学委員長、渡辺久治副委員長、白石純一委員、 

 濵田洋一委員、西田数市委員、竹原信一委員、 

仮屋園一徳委員、竹原恵美委員、野畑直委員、 

中面幸人委員、大田重男委員、濵﨑國治委員 

山田勝委員、岩﨑健二委員 

 

５ 事務局職員 議事係長 東 岳也、議事係 大漉 昭裕 

 

６ 説 明 員  ・議会事務局        ・監査委員会事務局 

          局  長 松﨑 裕介 君  局  長 川畑 幸博 君 

次  長 平石 龍喜 君 

・会計課 

         ・選挙管理委員会事務局    課  長 小牟田伸雄 君 

          局長(兼) 川畑 幸博 君  係  長 内園久仁代 君 

          係  長 新町 博行 君 

              ・総務課消防係 

・総務課           参  事 上野 正順 君 

課  長 内園 由幸 君  係  長 堀切 潤一 君 

課長補佐 尾塚 禎久 君 

係  長 牟田  昇 君 ・税務課 

係  長 中尾 隆樹 君  課  長 川畑 宏之 君 

係  長 前田  敏 君  課長補佐 前田 武三 君 

係  長 寺地 英兼 君  係  長 大下本 護 君 

               係  長 大田 省吾 君 

・生涯学習課 

 課  長 中野 貴文 君 ・市民環境課 

 課長補佐 柳原 一夫 君  課  長 石澤 正志 君 

 係  長 大野 勝一 君  課長補佐 松﨑 浩幸 君 

 係  長 松永  貢 君  係  長 平田寿美子 君 

               係  長 辻   誠 君 

・健康増進課         係  長 中川 洋一 君 

課  長 児玉 秀則 君 ・包括支援センター 

課長補佐 牧尾 浩一 君  係  長 竹原美佐子 君 

係  長 勢屋 伸一 君 

係  長 新町 勝利 君  

 

 

 



 

７ 会議に付した事件 

・認定第１号 平成２６年度阿久根市歳入歳出決算認定

について（一般会計） 

・認定第４号 平成２６年度阿久根市歳入歳出決算認定

について（交通災害共済特別会計） 

 

８ 議事の経過概要 別紙のとおり 

  



 

 - 1 -

決算特別委員会  ９月２９日（火）              開 会 １３時００分 

 

審査の経過概要 

 

牟田学委員長 

  ただいまから決算特別委員会を開会いたします。さる９月２５日の本会議において、当委

員会に閉会中の継続審査として付託されました案件は、認定第１号平成２６年度阿久根市歳

入歳出決算認定について（一般会計）、認定第２号平成２６年度阿久根市歳入歳出決算認定

について（国民健康保険特別会計）、認定第３号平成２６年度阿久根市歳入歳出決算認定に

ついて（簡易水道特別会計）、認定第４号平成２６年度阿久根市歳入歳出決算認定について

（交通災害共済特別会計）、認定第５号平成２６年度阿久根市歳入歳出決算認定について

（介護保険特別会計）、認定第６号平成２６年度阿久根市歳入歳出決算認定について（後期

高齢者医療特別会計）、認定第７号平成２６年度阿久根市水道事業会計の決算の認定につい

て、以上７件であります。 

  まず、審査に先立ち日程についてお知らせいたします。審査日程は、先の委員会で決定し

たとおり、本日から１０月２日までの４日間といたします。なお、各課等の審査順は、お手

元に配布してあります審査日程表のとおりとし、都合によっては時間及び日程の変更も考慮

のうえ、審査していきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

次に、審査の方法については、歳入歳出決算書のほか、提出されている全書類により審査

することとなりますが、所管課長等の説明は、主に決算事項別明細書と決算に関する説明書

により説明を受け、その後各委員の質疑に入りたいと思います。なお、現地調査につきまし

ては、各課の審査が終わってからお諮りしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

また、質疑は一問一答形式とし、議題外にわたらず、簡潔明瞭に、ページ数と款項目を言っ

てからされるようお願いいたします。 

ここで、委員間討議について説明いたします。この委員間討議の目的は、委員会において、

議案等についての論点を明確にし、審議内容について理解を深めることを目的とするもので、

議案等に対する賛否の表明や他の委員の意見を否定する場ではありませんので、特にご留意

をお願い申し上げます。また、委員間討議の時期につきましては、質疑のあと、討論の前と

なります。本委員会においては、各課から説明を受け、すべての議案の質疑終了後に討論に

入っております。したがいまして、委員間討議については、各議案の質疑がすべて終了した

あと、討論の前に行いますのでご了承願います。 

 

○認定第１号 平成２６年度阿久根市歳入歳出決算認定について（一般会計） 

それでは日程表にしたがい、認定第１号を議題とし、議会事務局所管の事項から審査に入

ります。議会事務局の出席をお願いします。 

（議会事務局入室） 

それでは局長の説明を求めますが、説明は所管の決算内容、新規事業や改良を加えた点、

事業の執行による行政効果等について、簡潔明瞭にお願いします。 

松﨑議会事務局長 

それでは、議会事務局所管分について、歳出からご説明をいたします。一般会計の決算に

関する説明書のほうは２６ページをお願いいたします。それから事項別明細書は１９ページ

をお開きください。事項別明細書のほうでご説明いたします。１款１項１目議会費は、当初

予算額１億３，０４９万９，０００円、補正予算額２００万７，０００円の減額補正、予算

現額１億２，８４９万２，０００円に対し，支出済額は１億２，６０４万３，４７４円、不

用額が２４４万８，５２６円で、執行率は９８．０９％となっています。それでは、各節ご

とに支出済額の欄で御説明しますので事項別明細書の支出済額の欄をごらんください。１款

１項１目議会費１節報酬の支出済額４，７０９万８，８００円は、議員１６名分の報酬であ
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ります。なお、議員報酬は、平成２５年１０月から平成２７年３月まで１０％減額されてお

ります。２節給料の支出済額１，６３８万３，４９２円は、職員４名分の給料であります。

３節職員手当等の支出済額２，３５６万７，６７６円は、議員１６名分の期末手当と職員４

名分の期末勤勉手当等が主なものです。４節共済費の支出済額３，０７１万１，８４９円は、

市議会議員共済会負担金の２，４５３万８，２４０円が主なものです。７節賃金の支出済額

１４１万５，２００円は、臨時職員１名の賃金であり、９節旅費の支出済額１９６万３，２

００円は、旅費のうち、議員の費用弁償が１３３万６，６６０円、職員の普通旅費が６１万

２，７４０円が主なものであります。不用額の１８７万８００円の主なものは、常任委員会

所管事務調査の執行残等であります。１０節交際費の支出済額３４万５，６２５円は、議長

等が出席した各種会合に係る会費等が主なものであります。１１節需用費の支出済額１９８

万７，０７８円は、現行法規等加除の図書代と消耗品費９０万６，５７５円、議会だよりの

印刷製本費１０５万２，３５２円が主なものであります。残額の１５万１，９２２円は，市

議会だよりの印刷製本代の執行残が主なものであります。１２節役務費の支出済額１４万１，

１１２円は、郵便、電話料等の通信費及び議長用務時の代行運転手数料４万７，８３７円が

主なものであります。１３節委託料の支出済額１４２万３，２６６円は、会議録反訳印刷製

本業務委託料であります。１４節使用料及び賃借料の支出済額４万９，６１０円は、議長公

務時のタクシー使用料であります。１８節備品購入費の支出済額１２万８，４６６円は、議

員控室に設置をしました仕切り用パネル一式、１１万７，６６６円が主なものであります。

１９節負担金補助及び交付金の支出済額８２万８，１００円は、全国・九州・県それぞれの

議長会等の負担金６３万８，１００円、会議出席負担金９万２，５００円、千葉市での議員

研修会６名分の研修負担金９万７，５００円であります。 

次に歳入についてご説明をいたします。決算に関する説明書の２１ページをお願します。

１９款５項４目２０節雑入の議会事務局所管分は、雇用保険料１０１万６，２５０円のうち、

７，０７６円が議会事務局の臨時職員分であります。以上で御説明を終わりますが、御審議

をよろしくお願いします。 

牟田学委員長 

局長の説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

ありませんか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

なければ、認定第１号中、議会事務局所管の事項について、審査を一時中止いたします。 

  （議会事務局退室、監査事務局入室） 

 

牟田学委員長 

次に、認定第１号中、監査事務局所管の事項について審査に入ります。局長の説明を求め

ますが、説明は所管の決算内容、新規事業や改良を加えた点、事業の執行による行政効果等

について、簡潔明瞭にお願いします。 

川畑監査事務局長 

それでは、監査事務局所管分についてご説明いたします。 

まず、公平委員会費から、ご説明いたしますが、 初に公平委員会の事務事業についてご

説明いたします。公平委員会の役割としましては、公平・公正な行政を確保するため、地方

公務員法の定めるところにより、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利

益処分を審査するなど、必要な措置を講ずるために設置されているものであります。 

では、決算の内容についてご説明いたします。決算に関する説明書の２９ページ、事項別

明細書については２３ページをお開きください。 

２款総務費１項総務管理費１０目公平委員会費の予算現額は、６１万４，０００円で、支

出済額は３７万４，０２６円であります。不用額は２３万９,９７４円で、予算の執行率は
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６０.９％であります。 

それでは、節ごとに歳出の主なものについてご説明いたします。 

１節報酬の７万９，８００円は、公平委員３名分の委員会及び各種会合等への出会時の報

酬であります。９節旅費の２４万７，８２０円は、全国公平委員会連合会本部研究会等の出

席旅費が主なものであります。１９節負担金補助及び交付金の４万３，０００円は、県及び

全国の公平委員会連合会の負担金と会議の出席負担金であります。 

次に、監査委員費についてご説明いたしますが、まず監査の事務事業について御説明いた

します。監査業務につきましては、毎年４月に監査規程に基づき、年間の各課の定期監査及

び例月現金出納検査並びに決算審査の計画を立て、各課の事業の執行が予算及び議決並びに

法令等に基づいて執行されているかなどに留意しながら監査業務を実施しているところでご

ざいます。 

では、決算の内容についてご説明いたします。決算に関する説明書の３４ページ、事項別

明細書の３０ページをお開きください。 

２款６項１目監査委員費は、当初予算額１，７６６万１，０００円、補正予算額８６万６，

０００円、予算現額１，８５２万７,０００円に対して、支出済額は１，８４４万３，８６

３円、不用額が８万３，１３７円であり、予算の執行率は９９.６％となっております。 

では、歳出の主なものについてご説明いたします。 

１節報酬の１６６万５，６００円は、識見及び議員選出監査委員２名分の報酬であります。

２節給料から４節共済費は、職員２名分の人件費であります。９節旅費の３３万８，７４０

円は、全国及び九州等の監査委員会総会及び研修会等の出会旅費が主なものであります。１

９節負担金補助及び交付金の４万８，０００円は、九州都市監査委員会をはじめとした会費

及び各種会議等の出席負担金であります。 

歳出については、以上であります。なお、歳入については、該当がありませんでした。 

以上で監査事務局所管分について説明を終わりますが、ご審議方よろしくお願いいたしま

す。 

牟田学委員長 

局長の説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

竹原恵美委員 

  説明書のページ２９ページの１０目公平委員会ですけれども、これは何回、どのような内

容で実行されますでしょうか。何回、どのような内容で実行があった、あの職員のことです

よね。内容を教えてください。 

川畑監査事務局長 

  こちらのほうにつきましては、公平委員会の開催に関してのことだと思いますけれども、

こちらについてはですね、年に１回は公平委員会の会議を開催しております。職員等からで

すね、いろんな不利益処分等に対する事案等がなければそれ以上開催することはないという

ことで、状況に応じてこちらのほうは開催をしているという状況であります。以上です。 

竹原恵美委員 

  あの、決算ですから、どういう事象で何回起こりましたかというふうに質問したんですけ

れども。 

川畑監査事務局長 

  平成２６年度につきましては、２回開催しております。内容につきましては、職員団体等

登録事項変更届について公平委員会にお諮りしました。それから年度途中で委員長が任期満

了を迎えまして、委員長が不在でありましたので、２回目は委員長の選任について開催をい

たしました。以上でございます。 

竹原恵美委員 

  それでは、職員からの要求があって起こったというのは今回の年度の中にはなかったとい

うふうに理解したらいいですか。 
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川畑監査事務局長 

  そのように捉えていただいてけっこうです。 

牟田学委員長 

  ほかに質疑はありませんか。 

  [「なし」と呼ぶ者あり] 

 なければ、認定第１号中、監査事務局所管の事項について、審査を一時中止いたします。 

（選挙管理委員会事務局入室） 

 

牟田学委員長 

次に、認定第１号中、選挙管理委員会事務局所管の事項について審査に入ります。局長の

説明を求めますが、簡潔明瞭にお願いします。 

川畑選挙管理委員会事務局長 

では、選挙管理委員会所管分について、御説明いたします。決算に関する説明書の３２ペ

ージ、事項別明細書は２７ページをお開きください。 

 ２款総務費４項選挙費１目選挙管理委員会費は、当初予算額９５５万４，０００円、補正

予算額８万４，０００円、予算現額９６３万８，０００円に対し、支出済額は９５４万９，

７７８円、不用額が８万８，２２２円であり、予算の執行率は９９.１％となっております。 

それでは、節ごとに主なものについて御説明いたします。 

１節報酬の１８０万７，２００円は、選挙管理委員４名分の報酬であります。２節給料か

ら４節共済費は、職員１名分の人件費が主なものであります。１１節需用費の２２万１，０

６１円は、必読図書追録代ほかコピー代が主なものであります。１９節負担金補助及び交付

金の５万４００円は、九州都市選挙管理委員会連合会等への負担金であります。次に、２目 

選挙啓発費であります。予算現額２０万９，０００円に対して、支出済額は１７万７，７１

８円、不用額が３万１，２８２円であり、予算の執行率は８５．０％となっております。 

 それでは節ごとに主なものについて、御説明いたします。８節報償費の３万９，０００円

は、明るい選挙推進協議会委員への各種会合等への出会謝金であります。１１節需用費の５

万３，２００円は、成人式時に新成人者に対し配布した選挙啓発用冊子の購入分であります。

１９節負担金補助及び交付金の８万３，０００円は、県明るい選挙推進協議会出水支会常時

啓発負担金分であります。次に、３目衆議院議員選挙費は、昨年の１１月２１日に衆議院が

解散となり、同年１２月１４日に執行されたものであります。選挙の結果について申し上げ

ますと、選挙当日有権者数は１万８，９１６人で、投票者数は１万２６１人、投票率は５４.

２５％でありました。なお、予算の執行にあたっては、解散による選挙になったため、専決

処分により補正予算を計上し対応したところでございます。 

 では、決算の内容について御説明いたします。予算現額９５８万１，０００円に対して、

支出済額は８９０万７，５１０円、不用額が６７万３，４９０円であり、予算の執行率は９

３．０％となっております。 

それでは節ごとに主なものについて、御説明いたします。１節報酬の４８７万７，５１０

円は、期日前投票管理者及び立会人、選挙当日における各投票所投票立会人、開票管理者及

び開票立会人、投・開票事務従事者等の報酬であります。７節賃金の４９万２，８２６円は、

臨時職員４人分の賃金であります。事項別明細書は２８ページをお開きください。１１節需

用費の８０万２，９４０円は、投票所入場券の印刷代及び選挙用消耗品の購入費等でありま

す。１２節役務費の９６万８，３４９円は、投票所入場券の郵便料が主なものであります。

１３節委託料の４１万４００円は、選挙公営ポスター掲示板建込及び撤去業務委託料であり

ます。１４節使用料及び賃借料の７９万３，４５７円は、アルミ製ポスター掲示板の借上料

が主なものであります。１９節負担金補助及び交付金の５万５，０００円は、県明るい選挙

推進協議会出水支会へ共同啓発臨時負担金として支出したものであります。 

次に、６目県議会議員選挙費は、本年４月２９日任期満了に伴い同月１２日に執行された執
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行経費のうち、平成２６年度に執行した分であります。では、決算の内容について御説明い

たします。予算現額２５４万６，０００円に対して、支出済額は１９５万６，３４０円、不

用額が５８万９，６６０円であり、予算の執行率は７６．８％となっております。 

 それでは節ごとに主なものについて、御説明いたします。７節賃金の２４万３，６００円

は、臨時職員２人分の賃金であります。１２節役務費の６３万１，０３０円は、投票所入場

券の郵便料が主なものであります。１３節委託料の３８万８，８００円は、選挙公営ポスタ

ー掲示板建込委託料であります。１９節負担金補助及び交付金の５万５，０００円は、県明

るい選挙推進協議会出水支会へ共同啓発臨時負担金として支出したものであります。 

次に、７目市長選挙費は、本年１月１５日任期満了に伴い昨年の１２月２１日に執行され

たものであります。選挙の結果について申し上げますと、選挙当日有権者数は１万８，７６

６人で、投票者数は１万２，１２２人、投票率は６４．６０％でありました。では、決算の

内容について御説明いたします。予算現額１，３２３万３，０００円に対して、支出済額は

６６９万８，７１１円、不用額が６５３万４，２８９円であり、予算の執行率は５０．６％

となっております。節ごとに主なものについて、御説明いたします。１節報酬の３７３万１，

８００円は、投票管理者及び立会人並びに投・開票事務従事者等の報酬であります。１２節

役務費の９０万６，７８５円は、投票所入場券の郵便料及び候補者の選挙運動用ハガキ代が

主なものであります。１３節委託料の３１万３，２００円は、選挙公営ポスター掲示板建込

及び撤去業務委託料であります。１９節負担金補助及び交付金の４０万７，１４４円は、不

在者投票施設の事務委託負担金及び候補者の自動車借り上げ料等に係る選挙公営費でありま

す。次に、９目農業委員会委員選挙費は、昨年の７月１９日任期満了に伴い同月６日に執行

予定でありましたが、選挙による委員の定数８名に対し、同数の立候補者であったため無投

票となったものであります。では、予算の内容について御説明いたします。予算現額２６６

万８，０００円に対し、支出済額は２９万８，９６７円、不用額が２３６万９，０３３円で

あり、予算の執行率は１１．２％となっております。節ごとに主なものについて、御説明い

たします。１節報酬の４万７，６００円は、立候補受付時の選挙長及び選挙会開催時の選挙

長並びに選挙立会人の報酬であります。１１節需用費の８万７，５３０円は、投票所入場券

の印刷代が主なものであります。１２節役務費の４万７，２７７円は、投票所入場券の郵便

料が主なものであります。以上で、歳出の説明を終わらせていただきます。 

次に、歳入について主なものを御説明いたします。決算に関する説明書の１７ページ、事

項別明細書は１２ページをお開きください。１４款県支出金３項委託金１目総務費委託金は

選挙費委託金１，１４１万３，７２５円で、その内訳は県議会議員選挙費の執行経費２５０

万４，３３７円、衆議院議員選挙費の執行経費８９０万７，５１０円及び在外選挙人名簿登

録事務委託費１，８７８円であります。 

なお、県議会議員選挙費については、支出額に対して歳入超過となっておりますが、超過

した分は平成２７年度で調整することとなっております。 

 以上で選挙管理委員会が所管しております事項について説明を終わりますが、御審議方よ

ろしくお願いいたします。なお、質疑については、私及び担当係長から説明させていただき

ます。 

牟田学委員長 

局長の説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

竹原信一委員 

  ２款４項選挙費についてお伺いします。選挙期間中には職員、正規職員の仕事が過大にな

りすぎるのではないかというふうに懸念をいたしております。残業時間も相当上がるんじゃ

ないかと気がしますけれども、残業した日数、それと時間、正規職員についてですよ。その

正規職員の日数、それぞれについての時間、そして１年間の残業手当の額を、総額を、今出

なければあとから教えてください。 

川畑選挙管理委員会事務局長 
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  ただいま、竹原委員からのご質問でありますが、それにつきましてはこちらのほうに資料

を持ち合わせておりませんので、のちほどですね、資料提供のほうをさしていただければと

いうふうに思っております。 

竹原信一委員 

  よろしくお願いします。 

牟田学委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

 なければ、認定第１号中、選挙管理委員会事務局所管の事項について、審査を一時中止い

たします。 

  （選挙管理委員会退室、会計課入室） 

 

牟田学委員長 

次に、認定第１号中、会計課所管の事項について審査に入ります。課長の説明を求めます

が、説明は所管の決算内容、新規事業や改良を加えた点、事業の執行による行政効果等につ

いて、簡潔明瞭にお願いします。 

小牟田会計課長 

それでは、会計課所管の事項について、御説明いたします。まず、初めに歳出から説明い

たします。決算に関する説明書の２７ページをお開きください。歳入歳出決算事項別明細書

の２１ページになります。 

第２款総務費１項総務管理費６目会計管理費でありますが、予算額４７万円に対し、支出

済額は３８万８，７１７円、不用額８万１，２８３円であり、執行率は８２．７％でありま

す。それでは、支出の主な内容についてでありますけれども、まず９節旅費の支出済額４万

８，８８０円は、県都市会計事務担当者会や会計事務研修会などの出席に伴う旅費でありま

す。次に、１１節需用費の支出済額９万４，７７９円は、図書追録代や支払切符作成代のほ

か事務用品などが主なものであります。１２節役務費の支出済額１９万２，４９８円は、口

座振込みの支払いに係るデータの伝送システム利用手数料１２万９，６００円及びその電話

料が主なものであります。１９節負担金補助及び交付金の支出済額５万２，５６０円は、県

都市会計管理者会への負担金や会計事務研修会等への出席負担金であります。 

次に、決算に関する説明書の６９ページをお開きください。事項別明細書は７０ページに

なります。第１２款１項公債費２目利子２３節償還金利子及び割引料の予算額１億２，９５

１万円のうち、会計課所管分の予算額は、一時借入れに伴う利子支払い分９４万円でありま

す。一時借入れに伴う利子は、支出済額１億１，９８４万６，６９１円の内、１６万７，９

９８円であります。支出につきましては、資金計画に基づきながら支出をしているところで

ありますが、資金不足が想定されたことから、１０月２４日から１１月５日まで１３日間、

１億５，０００万円、２月２０日から３月２０日まで５億円を指定金融機関でありますＪＡ

から借入れたものであります。 

次に歳入について、御説明いたします。決算に関する説明書の２０ページをお開きくださ

い。事項別明細書は１６ページになります。第１９款諸収入２項１目市預金利子１節預金利

子の収入済額５９万８，７６６円は、歳計現金預金等の利子であります。歳入は、この１件

だけであります。 

以上で、説明を終わりますが、御審議くださるようよろしくお願いいたします。 

牟田学委員長 

課長の説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

  ありませんか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 
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なければ、認定第１号中、会計課所管の事項について、審査を一時中止いたします。 

  （会計課退室、総務課入室） 

 

牟田学委員長 

次に、認定第１号中、総務課所管の事項について審査に入ります。課長の説明を求めます

が、説明は所管の決算内容、新規事業や改良を加えた点、事業の執行による行政効果等につ

いて、簡潔明瞭にお願いします。 

内園総務課長 

それでは、総務課所管の平成２６年度決算に係る一般会計の歳出から、その主なものにつ

いて、決算に関する説明書及び歳入歳出決算事項別明細書に基づき御説明いたします。 

決算に関する説明書は２６ページ、事項別明細書は１９ページをお開きください。まず、

第２款総務費１項１目一般管理費の予算額７億８，０７８万５，０００円に対して、支出済

額は７億７，６４９万１，８１５円で、執行率は９９．４５％であります。１節報酬の支出

済額１，８８１万６，７４０円は、行政事務連絡員７７人分の報酬１，３５２万２，７４０

円と電話交換・放送業務等嘱託員３人分の報酬５２５万２，４００円が主なものであります。

２節から４節までは特別職２人と延べ職員４２人分の人件費でありまが、３節職員手当等の

中には、特別職及び全職員分の退職手当に係る県市町村総合事務組合負担金３億７，４４８

万５，２３５円が含まれているものでございます。事項別明細書の２０ページをご覧くださ

い。８節報償費の支出済額５８２，８２４円は、行政改革推進委員会出会開催時の委員出会

謝金及び市民表彰式の表彰記念品等の購入費であります。９節旅費の不用額８７４，２３０

円は、特別職を含む職員分の普通旅費でございますが、公用車の利用増進による効率的運用

が図られたことや割引航空券の活用などにより不用となったものであります。１０節交際費

は市長の交際費であり、１３節委託料の不用額７８万６８２円は、職員健康診査業務委託料

の執行残が主なものでございますが、年齢区分による検査項目の違いによる対象者数の減少

が理由として考えられるところです。１９節負担金補助及び交付金の支出済額１，４２６万

５，７１５円は、決算に関する説明書にあります４つの協会等への負担金と会議出席負担金

並びに各団体等への補助金でございます。決算に関する説明書の２７ページにあります。２

５節積立金は、利子分８万９，０８０円を含めた６，００８万９，０８０円を退職手当準備

基金に積み立てるものでございまして、この積立てなどにより平成２６年度末基金残高は、

４億７，６４４万６，２９２円となったものでございます。次の２７節公課費の支出済額４

６６万１，５２３円につきましては、本来、市が発注した委託業務の支払い等に際しては、

源泉徴収しなければならないところを、従来からその認識がなかったことから、委託料の支

払時に源泉徴収を行っていなかったものであります。このことについて昨年度所管の税務署

から指摘を受けまして、法定期間である５年間分の所得税と、本税に対する不納付加算税及

び延滞税を受託業者に代わり、所管の出水税務署に支払ったものであります。次に、２目 

職員研修費であります。予算現額１８１万９，０００円に対して、支出済額は１６６万９０

１円で、執行率は９１．３１％でありました。８節報償費の支出済額２万円は、職場活性化

研修会開催時の講師謝金でありますが、独自の研修会を開催したため不用となったものでご

ざいます。９節旅費の支出済額８９万５，３５０円は、自治研修センターをはじめとした各

種研修会への出会旅費であります。１３節委託料の支出済額２５万９００円は、人事評価制

度における評価者の均衡化を図るため、評価者研修を実施したものであります。１９節負担

金補助及び交付金の支出済額５０万２，０１４円は、県市町村振興協会に対する負担金や市

町村アカデミー研修等、各種研修会への参加に伴う負担金でございまして、県市町村振興協

会では課長等の管理職を初め、一般職員まで幅広く研修会を開催しておりまして、本市にお

きましても多数の参加実績があるところでございます。次に、３目広報費ですが、事項別明

細書は２０ページから２１ページになります。予算現額９８３万８，０００円に対して、支

出済額は９４７万５，５０１円で、執行率は９６．３２％でした。１１節需用費の支出済額
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５３４万６，２０６円は、市の広報紙及び広報カレンダー印刷費が主なものでございます。

１２節役務費の支出済額１０１万９，６５１円は、広報紙の郵送料が主なものでございます。

事項別明細書の２０ページになりますが、１８節備品購入費の支出済額１６万５６円は、広

報用の携帯パソコン及びデジタル一眼レフカメラのレンズを購入したものでございます。事

項別明細書の２１ページになります。１９節負担金補助及び交付金の支出済額２７０万６，

５２０円は、全国広報協会に対する負担金２万４，０００円と各集落への広報用放送施設整

備事業の補助金２６８万２，５２０円の合計額であります。この広報用放送施設整備事業補

助金による無線化事業につきましては、田代４区と栫区に対する無線化放送施設整備に係る

補助金や、区に新たに加入された世帯への戸別受信機設置補助の他、整備が完了している７

３区への放送設備維持管理に対する補助金を交付したものであります。次に、４目文書費で

あります。予算現額６０６万円に対して、支出済額は５５８万３，９０８円で、執行率は９

２．１４％でした。１節報酬は、情報公開・個人情報保護審査会委員３人分の報酬と費用弁

償等を予算計上していたものでございますが、当該案件がなかったため、全額不用額となっ

たものでございます。１１節需用費の支出済額１１０万５，３７５円は、官報購読や書籍追

録代等が主なもので、１３節委託料の支出済額１５５万３，０４０円は、例規集データ更新

等の業務委託料でございます。次の１４節使用料及び賃借料の支出済額２９１万７，００８

円は、例規集のシステムプログラム使用料と両面印刷機やファックス兼用プリンター等のリ

ース料でございます。次に、１３目交通安全対策費ですが、決算に関する説明書は３０ペー

ジ、事項別明細書は２４ページをお開きください。予算現額３１０万７，０００円に対して、

支出済額は３０２万９，８５０円で、執行率は９７．５２％でした。１節報酬の支出済額１

８１万６，０００円と４節共済費２８万５，９７１円は、交通安全専門指導員の報酬と社会

保険料が主なものでございます。８節報償費の支出済額１６万９１２円は、交通安全協力員

の謝金が主なものでございます。１１節需用費の支出済額２３万５７９円は、新入学児童の

安全帽子やランドセルカバーなどが主なものでございます。１３節委託料の支出済額７万４，

５２０円は、高齢者体験交通安全教室事業を２自動車教習所に委託して実施したものでござ

います。１９節負担金補助及び交付金の支出済額４５万２，８００円は、阿久根地区交通安

全協会ほか県交通安全母の会連絡協議会への負担金であります。次に、１６目庁舎管理費で

ございます。決算に関する説明書は、３０ページから３１ページ、事項別明細書では、２４

ページから２５ページになります。予算現額４，１１０万９，０００円に対して、支出済額

は３，７７６万１，１１４円で、執行率は９１.８６％でございました。１節報酬の支出済

額１８０万７，６２９円は、庁舎及び公用車管理員の報酬でございます。４節共済費は、庁

舎・公用車管理員及び庁舎警備員、計４人分の社会保険料であり、７節賃金は、庁舎警備員

３人分の賃金であります。１１節需用費の支出済額１，６２２万７，０７６円は、電気料約

９３０万円、ガス代約４０２万円、水道料約６７万円など庁舎管理に係る光熱水費が主なも

のでございます。このうち、ガス代と水道料につきましては、昨年比ガス代が約２０万円、

水道料約２８万円の減となっているところで、合計で５０万円弱の節減が図られたところで

ございます。なお、不用額、１２７万２，９２４円につきましては、節電等の省資源化の取

組みによる光熱水費の節減の外、庁舎等修繕料の執行残が主なものでございます。１３節 

委託料の支出済額７６６万５，７７７円は、決算に関する説明書に記載してあります１３業

務に係る庁舎管理業務委託料でございます。不用額の１１２万５，２２３円は、これらのう

ち冷暖房機保守点検業務をのぞく１２業務に係る入札執行残によるものでございます。１４

節使用料及び賃借料の支出済額８３万５，９２０円につきましては、庁舎内トイレ衛生器具

の借り上げ料であります。１５節工事請負費の支出済額４７４万７，０００円は、臨時交付

金を活用いたしまして、消防署前の市民駐車場の舗装工事を実施したものであります。不用

額の７２万５千円は、その入札執行残でございます。次の１６節原材料費の支出済額７９，

２６０円は、庁舎の維持管理に係る補修用資材の購入費でありますが、市役所内に設置しお

りますゴミステーションの補修用資材を購入したものでございます。１８節備品購入費の支
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出済額１５５万３，０４０円は、第２会議室の椅子２２脚のほか、事務用椅子２０脚を購入

したものでございます。次に、１７目電算管理費でございます。決算に関する説明書は、３

１ページ、事項別明細書では、２５ページになります。予算現額８，０４１万円に対し、支

出済額は７，６０１万１，０２０円であり、執行率は９４.５３％でありました。１１節 

需用費の支出済額９６２万２，４２６円は、電算機器の修繕やプリンタートナーなど消耗品

購入費が主なものであります。１２節役務費の支出済額５６９万８，４９０円は、本庁と支

所等の外部施設を接続する通信回線費が主なものであり、１３節委託料の支出済額１，２３

７万７，４４８円は、決算に関する説明書に記載してありますとおり、電算機器の保守点検

業務をはじめ、全６業務に係るシステムの改修や保守点検業務であります。なお、委託料の

不用額１９１万５５２円は、電算保守点検業務委託料の執行残がその主なものでございます。

これは、文書管理システムを新たなシステムに更新したものでございますが、その導入の時

期が年度末の３月に至ったことから、当該システムに係る保守点検業務委託料も３月分の１

月分となったものであります。次の１４節使用料及び賃借料の支出済額２，２９２万６，４

６０円は、電算ソフト使用料やパソコンリース料が主なものでありますが、不用額の２３８

万５，５４０円は、その主なものは、１３節委託料でも御説明いたしました、文書管理シス

テムの更新によるリース料が３月の１月分だけとなったものであります。１９節負担金補助

及び交付金の支出済額２，５３３万９，１１６円は、決算に関する説明書に記載してありま

すように、４つの団体等への負担金と、総合行政ネットワーク回線使用料などであります。  

次に、決算に関する説明書は、３２ページ、事項別明細書では、２５ページをお願いしま

す。２項徴税費１目税務総務費のうち総務課所管分は、固定資産評価審査委員会の委員に係

る１節報酬、９節旅費及び１９節負担金補助及び交付金でありますが、平成２６年度は、審

査委員会を開催しなければならないような案件等がなかったことから、すべてにおいて予算

の執行を必要としなかったものであります。次に、決算に関する説明書は５８ページ末尾か

ら５９ページ、事項別明細書は５９ページをお開きください。９款消防費１項４目災害対策

費の総務課所管分について御説明をいたします。予算現額７８８万３，０００円に対して、

支出済額は５３１万８４４円ですが、このうち総務課所管分は、予算現額が６７９万７，０

００円で、支出済額が５３１万８４４円であり、執行率は７８．１４％でありました。１節 

報酬は、防災会議委員８人分の報酬を予算計上しておりましたが、平成２６年度は当該会議

を開催する案件がなかったことから不用となったものであります。３節職員手当等の支出済

額９９万６，４３８円は、災害警戒対応時の職員の時間外勤務手当であります。８節報償費

の支出済額１２，０００円は、防災に関する説明会講師出会謝金及び災害危険個所点検時の

出席謝金でございます。９節旅費のうち、総務課所管に係る予算は２万円で、支出済額は台

風８号接近時に避難所へ待機を命じた職員への旅費１，２８０円であります。１１節需用費

のうち、総務課に係る予算は１３３万円で、支出額は８６万８，３９８円であり、主に防災

行政無線の屋外拡声子局用のアンテナ等の修理のほか、屋外拡声子局アンテナの修理を行な

ったものであります。１２節役務費の支出済額１８万３，３７４円は、県防災行政無線再整

備に係る衛星携帯電話使用料や施設損害保険料などが主なものであり、１３節委託料の支出

済額９５万４００円は、防災行政無線保守業務に係る費用でございます。１４節使用料及び

賃借料の支出済額３万円は、防災行政無線中継局敷地借り上げ料として大漉区に支払ってい

るものであります。１６節原材料費の支出済額１４万５，０４６円は、原子力災害時におけ

る必要物品の保管棚を設置するために原材料を購入したものであります。１８節備品購入費

の支出済額１０８万円は、市内の各医療機関及び福祉施設に対しまして、災害対応時の情報

伝達が速やかに行えるように防災行政無線の戸別受信機を設置、購入したものでございます。

１９節負担金補助及び交付金の支出済額１０４万３，９０８円は、決算に関する説明書に記

載してあります県消防・防災ヘリコプター運航連絡協議会ほか１協議会への負担金及び防災

行政無線電波利用料などであり、不用額７０万６，０９２円は、防災行政無線電波利用料の

執行残が主なものでございます。電波利用料につきましては、電波法の規定に基づき、３年
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ごとに見直すこととされておりますが、平成２６年度に電波利用料の改定が行われたことに

よりまして、利用料が安価となったものでございます。以上で歳出に関する説明は終わりま

すが、主な事業の成果等につきましては、主要事業一覧の１ページを御参照ください。 

次は歳入について御説明をいたします。決算に関する説明書は９ページ、歳入歳出事項別

明細書は４ページからになります。なお、説明は、決算に関する説明書の備考欄を中心にさ

せていただきます。まず、第１２款使用料及び手数料１項１目総務使用料１節総務管理使用

料のうち、総務課所管分は庁舎使用料の８９万３７８円でございますが、その主なものは、

職員団体事務所分が３８万４，２０２円、金融機関の現金自動支払機分が３１万７，０９２

円で、職員互助会が１６万８，３５０円となっているところでございます。この職員互助会

分は、市民ホールに設置してある自動販売機の設置部分を互助会が市から借り受けまして、

行政財産使用料として支払っていたものでございますが、本年９月１日からそのすべてを市

が直接、業者に貸し付けているところでございます。次に、決算に関する説明書は１１ペー

ジ、事項別明細書は６ページになります。２項１目総務手数料１節総務管理手数料は、地縁

団体証明手数料が１件で２００円、公文書閲覧等手数料が延べ１８件の１２，４５２円、り

災証明手数料が２６件で５，２００円でございました。次に、決算に関する説明書の１３ペ

ージをお願いいたします。１３款国庫支出金２項国庫補助金１目総務費国庫補助金のうち、

社会保障・税番号制度システム整備補助金の９３７万３，０００円は、社会保障・税番号制

度の導入のため、直接的に必要となる機能に関する整備を図るために、国の社会保障・税番

号制度システム整備費補助金を受け、住民基本台帳システム、地方税システムのほか社会保

障関係システムなど、基幹的なシステムの整備を行ったものであります。 

なお、財源措置といたしましては、国庫補助と交付税措置が講じられることとなっており

ますが、補助率は大方１００％補助で、一部の事業においては３分の２となっているところ

でございます。残りの３分の１につきましては、地方交付税で措置することとなっていると

ころでございます。次に、決算に関する説明書は１７ページ、事項別明細書は１２ページを

お開きください。第１４款県支出金３項１目総務費委託金１節総務管理費委託金の市町村権

限移譲交付金８万１，０００円のうち、総務課所管分は、２万円であり、新たに生じた土地

の確認に関する事務に係る権限移譲交付金であります。これは、字の区域変更に係る事務処

理費用として交付されたものであります。次に、決算に関する説明書は１９ページ、事項別

明細書は１３ページになります。第１５款財産収入１項２目利子及び配当金で、決算に関す

る説明書備考欄の上から２段目にあります基金利子８万９，０８０円は、退職手当準備基金

の基金利子でございます。次に、決算に関する説明書の２１ページをお願いします。第１９

款諸収入５項４目雑入２０節雑入のうち総務課所管分につきましては、 初に記載の雇用保

険料、その２つ下の地図代、さらに１１行ほど下になりますが私用電話料本庁分、さらに３

行下の広報送付謝礼、その４行下の水道課光熱水費、次の２２ページの上から３行目のコピ

ー使用料、その３行下の県政かわら版配布手数料、その下の職員健康診断大腸がん等検診助

成金、その下になりますが、原子力立地給付金、その９行下の水道課貸与パソコン使用料、

その４行下の過年度分職員手当等返納分、その下の広報あくね広告料、さらにその下のホー

ムページ広告料、さらに３行ほど下になります後期高齢者医療広域連合職員給与費等負担金、

さらに、その２行下の消防操法大会練習時水道使用料、その４行ほど下になります庁舎案内

板広告料、次の２３ページ上から４項目目の過年度分旅費返納金、さらに３行下の労働保険

料精算還付金、さらに３行下の未徴収源泉徴収所得税の合計で２０項目の雑入があるところ

でございます。このうち、説明書の２２ページの中ほどに記載の過年度分職員手当等返納分

４，７１４円につきましては、算定誤りにより過払いしていた時間外手当を、延べ１６人か

ら返納を受けたものであります。次に同ページの下から１４行目にあります退職手当一部負

担金１３１万円については、過去に北薩広域行政事務組合に在籍した職員が当該年度に退職

したため、当該在籍期間における、係る分の退職手当額を北薩広域行政事務組合から精算金

として収納したものです。その下から５行目にあります後期高齢者医療広域連合職員給与費
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等負担金１，０４７万７，７３６円は、鹿児島県後期高齢者医療広域連合へ派遣している職

員等に対し支払った給与費等について、年度末に精算確定したのち精算金として収納してい

るものです。次に、２３ぺージの雑入の下から７行目にあります未徴収源泉徴収所得税４２

９万７，９２３円は、歳出のところでも御説明いたしましたが、源泉徴収に係る所得税及び

復興特別所得税の徴収漏れに係る本税分を当該納税義務者から収納いたしたものであります。 

以上で説明を終わりますが、答弁につきましては、私と担当係長等で答弁させていただき

ますので、よろしくお願いいたします。 

牟田学委員長 

この際、暫時休憩いたします。 

 

（休憩 １１：１７～１１：２７） 

 

牟田学委員長 

休憩前に引き続き委員会を開きます。課長の説明は終わりました。これより質疑に入りま

す。 

竹原信一委員 

  決算に関する説明書の２７ページ、退職積立金退職事務基金６，０００万円というのがあ

ります。この数字を出すための計算書をあとで出してください。よろしくお願いします。 

内園総務課長 

 若干、この６，０００万円について説明をさせていただきたいと思いますが、当然、退職

積立基金ですので、退職を職員がするために退手組合というものに加入しているわけですが、

それに１０年間を第１スパンという形で、平成２７年度からは第２スパンに今入ったところ

でございますが、この１０年間におおむね定年退職する職員が何人いるというのと、おおむ

ね任意退職、途中退職するだろうというのを１名くらい含んだ形でこの退手組合に負担金を

納めて、退手組合から退職金を支給するような、受け取る形の性質のものでございますが、

おおむね２８％ぐらい、総額、毎年辞めるだろうという職員の給与総額に対して２８％ぐら

いを積み立ててきてたというものでございます。ただ、任意に途中で退職する職員が多くな

った場合に一時期この退手組合に入ってないと一度に大きな支出をしなければならないとい

けないとか、この負担金を納めているお金で１０年たった時に不足するということが万が一

生じた場合のためにこの６，０００万円を基金として不足分を穴埋めするために基金として

積み立てているというものでございますので、この６，０００万はおおむね６，０００万円

あったら足りるだろうということで立てているものでございます。具体的に６，０００万円

の積算根拠が手元に持ち合わせていませんが、計算に基づいて６，０００万を算出したもの

であれば、今ご依頼のあった通り提出するということにさせていただきますが、おおむねこ

れくらいで積み立てたら大丈夫だろうということであれば、おおむねの金額だということで

ご理解いただければ幸いかと思います。以上です。 

尾塚総務課長補佐 

  ただいまの課長の説明に補足して説明いたします。ただいま竹原委員から質問がありまし

た、退職手当準備基金につきましては、退職手当準備基金条例により積み立てるものであり

ます。前年度末までの現在高が４億１，６３５万７，９１２円、毎年度積立基金といたしま

して６，０００万円、プラス利子分としまして平成２６年度が８万９，０８０円ということ

であります。以上です。 

竹原信一委員 

  合わせてですけど、２６年度の退職手当組合への支出に明細書があろうかと思いますけれ

ども、それも資料を同時に出していただければありがたいのですが、よろしくお願いします。 

内園総務課長 

 はい、のちほど提出させていただきます。 
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牟田学委員長 

  各委員に申し上げます。質疑の時はページ数、款項目を言ってから質疑をお願いします。

ほかにありませんか。 

竹原恵美委員 

  事項別明細書のページ２０ページ、２款１項１目です。この中で報償費の中に行政改革推

進委員というのが出てきましたけれども、これの役割と効果を教えてください。 

内園総務課長 

  行革推進委員につきましては従前から行政改革大綱ということで職員数とか当然賃金を含

めまして、いろんなそういった部分について行政改革、阿久根市の行政改革ということでい

ろんな部分での効率的な運営をしましょうということでこの行革大綱を進めているわけです

が、定めたものにつきまして毎年度所管課からその実績、定めた目標に対する実績等を提出

するようにして、その部分をまとめたものをですね、おおむね１０名ほどだったと思います

が、この推進委員の方が民間の方でございますが、委員に選任さしていただいておりまして、

その中でこの実績等を提案させていただいて、そこでいろんなご意見をいただいたり、承認

をいただくというようなシステムでこちらのほうで目標設定したものについての実績、進捗

状況そういった部分についてご意見を賜ったり、御承認をいただく、御承諾いただくという

ような機関でございますので、実績と言われたらですね、この間に取り組んできたもの等に

ついて個々具体的であればこれもまた個々具体的に部分については資料を持ち合わせていな

いということですが、大方ですね各課で取り組んできた水産振興センターについてで言った

らこれを何年度までに民間委託したいという目標を定めているものですが、それについてま

だ民間委託になっていないけど進捗状況はどうなっているんですかとか、どういった部分で

進捗が遅れているのかとかいった部分を御意見をいただく機関だということでご理解いただ

ければありがたいなと思っているところでございます。以上でございます。 

竹原恵美委員 

  大綱に対しては、その市の目標であって、市長のマニフェストとはずれがあるというもの

だろうかと思いますけれど、もともと市長というのは４年後には自分のマニフェストを実行

しますよと言って３年間、そして４年目を迎え、実行されなかったそれに対しての御本人の

謝罪という内容もありましたが、市が向かっていく、市長と大綱とは違うにしろ、市長が向

かって行こうとすることに対して実績は上げていない。これに対しての改革推進委員という

のの役割は、これは実績として上がっている。実績として効果があったと言えるのでしょう

か。 

内園総務課長 

 今の御意見の部分ですが、マニフェストとはまたこれは別のものということで、大きく区

分すれば御理解いただけたらありがたいなと思うところでございますが、現在やっている行

革大綱については、第５次行革大綱ということで、もう５次を迎えているということで、以

前からこの取り組みをやってきているところでございますので、平成１０何年からだったと

思います。そういった形で所管においてですね、いろんな部分、民間委託できるものがあれ

ば民間委託とか、無駄のある部分については、こういったところを効率的にするべきだとい

うような部分での行革大綱となっておりますので、また、４年に１遍ずつ変わられる市長と

のマニフェストとこの行革大綱、重複する部分もあるんでしょうが、必ずしも一致しないと

いうことでご理解いただきたいと思います。 

竹原恵美委員 

  それでは、その土台の上にあるのであれば、逆に言うと市長のマニフェストが大綱にずれ

がある。大きなずれがある。実際そうあったわけですけど、その時には逆にマニフェストを

実行させない役割というか、実行を推進しない役割にもなりうると理解したらいいんですか。 

内園総務課長 

  お尋ねの部分の趣旨がちょっと違っていた場合はもう一遍お尋ねをいただくか、担当の係
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長から補足して説明をさせますが、基本的には先ほど言いましたとおり、行革大綱とはま

た異なる市長の改選時期から始まるということではなくて、第５次ですので、出発年度こ

の目標を設定した年度と違いますのでそこについてはまた違う性質のものだと。そしてマ

ニフェストにつきましては反映されるべきものは、これは所管外にはなりますが、企画で

行っています総合計画、そういったところが上位計画ということでマニフェストとの整合

性というのは取られるべきのものかなということで、一定の政策的な部分がマニフェスト

になりますので、これも内容的には政策的なものもあるんでしょうが、事務的なものも含

まれるということで、これとやっぱり異なる性質のものであるということでご理解いただ

きたいと思います。 

牟田学委員長 

休憩に入ります。 

 

（休憩 １１：３７～１１：３９） 

 

牟田学委員長 

休憩前に引き続き委員会を開きます。 

尾塚課長補佐 

  ただいま質問にあります、第５次行政改革大綱についてでありますが、先ほど山田委員か

ら話があった、そういう基本的には市長のマニフェストに基づいてこの行政改革大綱も策定

されてあるものと思います。現在の第５次行政改革大綱につきましては、平成２４年度から

平成２８年度までの間において実施するものを定めているところであり、基本項目としまし

て、５項目、まず市民との協働によるまちづくり、２点目がわかりやすく利用しやすい行政

の推進、３項目目が機能的で効率的な組織づくり、４項目目が安定的で健全な財政の確保、

５項目目が定員管理、人材育成及び給与等の適正化、この５項目を基本項目として計画を実

行しているところであり、これにつきましては毎年ホームページでも実績を公表していると

ころであります。なお、平成２６年度分につきましては今月中に公表する予定です。以上で

す。 

竹原恵美委員 

  先ほどの質問なんですけれども、結局目的とするものは市が意向とする目的なものは、上

位は大綱なのかマニフェストなのかどちらと思ってこの委員会は作業しているのでしょうか。

この委員会が目的と、目的、市が意向とする目的を上位は、上位の設定としては、大綱のほ

うが上だと、マニフェストよりも上だと思っているのか、マニフェストのほうが、その古い、

時期の違うような大綱を上位規格として設定をしてこの委員会は開いているんですか。 

内園総務課長 

 あくまでもですね、委員の方に御審議いただいているのは、この大綱の中に盛り込まれた  

ものについての御審議をいただいているということでございますので、どちらが上位かと言

われても、大綱そのものについて、先ほど補佐の補足をもらったところですが、この大綱の

中に当然マニフェストの中に盛り込まれた部分が重点修正なり、部分修正なりで盛り込まれ

てきた段階においてはその分についても当然御審議をいただくということになろうかと思い

ますし、当初から入ってた分であれば当然そこで御審議いただくということでございますの

で、どちらが上位かということでなくて、大綱の中に盛り込まれたものについて御審議をい

ただくということになろうかと思います。 

竹原恵美委員 

  市民に対して、市長がこういきますと言って進めている政策の時間なわけですから、目的

を、システム的な話を説明されますけれども、実際に行うべき目標というのはきちっと定め

て、そこに向かってマニフェストが公表されてこれに向かっていきますと言われたわけです

から、その時期の古いなり、その事情のある大綱を上位に上げた作業をするのでは、プラン、



 

- 14 - 

ドゥ、チェックにならないんですよね、そこのところはシステムと現実がずれてると思いま

す。見直しなり、次回はですね、今やっていることの意味をもうちょっとずれていると思い

ます。見直しをお願いします。 

牟田学委員長 

  要望でよろしいですか。 

  [竹原恵美委員「はい」と呼ぶ] 

  ほかにありませんか。  

山田勝委員 

  今の話をじっと聞いとってね、そんなにね、あなたがたがあまりにもね抽象的な話をする

からこういうことになるんだよ。具体的にこんなまちをつくりたいって、これをしますと市

長が言えばね、それに基づいて行政改革大綱ってはつくっていかないとね、あんまりじっと

聞いておったら、今課長補佐の聞いておったら、あまりにも抽象的すぎてね、そげんた言っ

たって市民なぴんとこんもんはと思いますよ、私は。だからもっと市民にもわかりやすいよ

うな行政改革大綱をつくって、それを推進委員の方にも見てもらってもらわないと、失礼や

けどん推進委員の方からもね、的確なものが出てこない。だからお尋ねしますけどね、推進

委員の方々は具体的に誰々で、どういう意見が出るんですか。 

内園総務課長 

  すいません、竹原委員に、お答えは山田委員にするんですが、先ほどの資料で何ページだ

ったですかね。ちょっと資料のほうで。 

牟田学委員長 

事項別の２０ページの報償費、一番上 

内園総務課長 

  大変失礼しました、先ほどおおむね１０名と言ったんですが、この委員の方でございます

が、まず、市の区長会代表、次に商工会議所会頭、ＪＡいずみ阿久根事業所長、北さつま漁

協西目支所担当理事、金融機関代表ということです。それから、民間代表ということでＫＳ

Ｋ代表、尾塚水産代表、この他の団体ということで、花を咲かせ隊からと阿久根市観光連盟

からと、あとＪＡいずみ農協青年部長という充て職になっているところでございます。 

山田勝委員 

  私はね、なんでこう言うかというと、行政改革、行政改革特別委員会を国から通達があっ

て行政改革特別委員会をつくってそれをずっとね、徹底的に行政改革をやってきましたよね、

私たちは。だから、どうもその後を見て、その後世の中もこうなって、行政改革が進んでき

たなのは事実ですよね、必ず進んできましたよ。だから、でも、こう今じっとあなたがたの

話を聞いとってね、あまりにも抽象的すぎて市民が理解できない、そして提案された方々も

ね、あまりにも抽象すぎてまったく民主主義のための民主主義をやっているという気がする。

だからもうちょっとね、よくみんなのわかるような行政改革をつくったりね、計画をつくっ

たりしないと、うまくいかないと思うよ。今日はこれでいいんですけどね。ちった気合を入

れてやってくれ。以上。 

竹原信一委員 

  今の委員会の会議録をあったら資料を提供してください。 

内園総務課長 

 これものちほど資料を提出させていただきます。 

牟田学委員長 

  ほかにありませんか。 

山田勝委員 

  成果説明書１ページ、職員研修費、市単独事業ですね、２番独自研修１、庶務従事者研修、

いろいろありますよ。この中で３番目のですね、条件付き期間満了時研修２５４名、これは

具体的にどういう方々が対象でどんな研修をされるんですか。 
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内園総務課長 

  大変失礼しました。山田委員が指摘されたのは、この条件付き期間満了時研修が２５４名

と、これは何かということなんですが、人数を間違っているようでして、これは１４名でご

ざいます。内容につきましては、職員採用時を４月から６か月を過ぎますと条件付き期間が

６か月でございますので、その期間満了時において新たに正規の職員ということで条件がと

れますので、その折に研修をしているものでございます。大変失礼しました。 

山田勝委員 

  んならこの条件付き期間満了時研修でですね、例えばこの職員は問題だなとか、あるいは

この職員な本当によかっかとかというようなそういう職員がいるか、あるいはそういうのを

見れるような研修をされるんですか。そのチェックをされるんですか。 

内園総務課長 

  この研修においては、そのチェックをするというよりも、不足するといいますか、指導し

ないといけない部分については指導を兼ねた研修ということになりますが、そういった判断

の部分につきましては、条件付き期間が満了します折に勤務評価というのを現在行っており

ますが、その勤務評定を特別、一般職員とは別の部分の特別が付く勤務評定書の様式がござ

いまして、その中で所管の担当係長及び課長の意見を付してこの期間の職員の職務の状況等

そういった部分を提出を総務課のほうにするようにしておりまして、その内容に応じてこの

期間どのような勤務が良好であったかどうかといった部分については判断をいたしていると

ころでございます。 

山田勝委員 

  それでは、その満了してですね、チェックしました。それについてはあなた方は本日をも

って条件付き職員がなくなりました。大変優秀でした、今後もがんばってくださいというよ

うな儀式か何かするの。 

内園総務課長 

  この分につきましては、この研修時に冒頭市長訓示で研修が始まりまして、市長訓示が終

わったのちに、具体的な研修を６か月経過したということで行っておりますので、その御意

見のあった分については冒頭の市長訓示の中で含まれるものと考えております。 

山田勝委員 

  ほんなら具体的にどんな研修をするの。 

尾塚総務課長補佐 

  山田委員の質問にお答えいたします。この時の研修は、まず、法制関係、文書管理関係の

ひと通りの基本的な事務研修、それから財政関係の研修を行っております。 

山田勝委員 

  ならそれはそれとして、次の新人接遇研修（山形屋）ってありますが、これは何日、具体

的にどういう研修をさせるんですか。 

内園総務課長 

  今回ももうしばらくしたら山形屋に今年度の職員を派遣することにしておりますが、これ

は具体的にどのような内容かということでございますが、そこの阿久根から出店される業者

と同行しまして、その業者の方と一緒にその展示・販売をしている部分の物品の販売につき

まして販売をするということで、お見えになったお客様に対する接遇といいますか、挨拶と

いうか、そういったものからおもてなしといった部分を体得するというのが大きな主旨で開

催しているところでございます。期間については１週間ほどの予定ということでございます。 

山田勝委員 

  んなら山形屋に物産展があって、その期間だけ行って、阿久根の方々と一緒に販売をする

お手伝いをするとこういうことなんですね、そういうことなんですか。なら、たとえばです

ね、新人の職員の接遇について山形屋の職員係にちゃんと講習を受けるとか、具体的にどう

かするとかというのはするんですか、しないんですか。 
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内園総務課長 

  大変申し訳ございません。私も昨年度から総務課に配属されたんですが、その研修にじか

に見に行っておりませんので、そこの確認が本日出席している係長、だれも情報ございませ

んでしたので、のちほど確認してご回答させていただければと思います。 

山田勝委員 

  私はね、非常に大事な部分なんですよね。市の職員の新しい職員が阿久根の業者に行って

ですね、お手伝いをする。それは大事にされるだけですよ。本当に一接客をですね、山形屋

の人から教えていただいて、そしてちゃんとする、見ている人もいるというのならね、合格

ですよ。それもしないんだったらね、何も山形屋に開く必要はない。失礼だけど、マキオで

もＡＺで十分です。これは私はね、９月議会で申し上げましたけどね、やはり何が大事かと

言ったら、市の職員になったらみんなこう言いますよ、職員になったらもうよかったねって、

もう生活は安定です。もう辞めんごいらん、給料も上がる。みんな思っとっとですよ。家族

も言わないけど思ってる。みんなそう思ってるんですよ、そういう人がですね、徹底的な新

人の研修を受けない限り、時間のロスです。経費と時間のロス。ですからもう一遍確認をし

て、これはもう一遍審議し直しましょう。そしてまたそれを知らないというのは落第じゃ。 

内園総務課長 

  具体的にはですね、この研修については総務課のほうで職員研修の一環として取り扱いを

させていただいているところですが、具体的には市の職員サイドとしましては窓口は商工観

光課の職員が一緒に随行してこの部分については職員研修の指導等を行っておりますので、

商工観光課のほうは十分内容等、同行しておりますので把握しているものと思われるところ

でございます。 

山田勝委員 

  こういうことは総務課長が把握しておらないかんこっじゃったっで。そんとこいのひとん

ちにかっすんな。あとで報告してください。 

牟田学委員長 

  この件に関してはあとで報告をお願いします。ほかにありませんか。 

竹原恵美委員 

  明細書でページ２０ページ、２款１項１目２７節公課費、先ほど源泉徴収をしていなかっ

たミスとして、立て替えで４６６万２，０００円というのがありましたけれども、結局その

後日いただく、徴収するというやり方のようにその当時説明を受けたと思うんですが、結局

年内の処置はどのようになっていますでしょうか。 

内園総務課長 

  今、ご指摘のあった部分につきましては、以前というか昨年の１２月ぐらいだったと思い

ます。時期的にちょっとはっきりした記憶がございませんが、議会のほうにも補正予算とい

うことで御審議をいただいた案件でございますが、たとえば委託料ということで、土地家屋

調査士とか、行政書士とか、不動産、そういった部分とか、建築士の方に市が発注する設計

等ですね、そういった部分については委託料という取り扱いになってたことから、元来賃金

をお支払したものでないという認識からこれはもう職員、われわれ含めて認識不足だったわ

けですが、源泉徴収するようにということで国からの通達があったということで、これ全国

どこでもそういった部分、委託料について源泉徴収していなかったというような事例が発生

して、全国的に所管の税務署が行政等に指導をしたという案件でございます。 

  改めまして、そこの分について源泉徴収義務者は阿久根市でございますので、阿久根市が

源泉徴収していなかったということで、それに係る加算税とか、利息相当分を含めて本税を

含めてですね、所管の出水税務署に支払ったということでございます。本税につきましては

確定申告の修正申告をしていただいて、そののちにその本税部分だけ、過失があったのは、

本税については当然ご本人さんが納める税金だということで、本税部分に係る分だけをのち

ほど市のほうにまた再度お返しをいただいたということで、一時的に市が肩代わりをするよ
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うな状況があったもんですから、肩代わりをさせていただいて税務署には納めて、源泉徴収

税という形で、そういって本税分をのちほど納めていただいたということで、これはすべて

完納いただいたところでございます。 

竹原恵美委員 

  今の件わかりました。もうひとつ教えてください。説明書のページ５９ページです。その

中に１０款１項２目先ほどその園に対しての防災無線設置という内容が説明の中にあったと

思います。 

牟田学委員長 

  竹原委員もう一回款項目を 

竹原恵美委員 

  ページが５９ページ、これ消防費に入ってるんですが、９款１項４目災害対策費の中で、

下から６行目ほどの、防災行政無線個別受信機、説明とずれていなければ、園に防災無線を

付けた、設置したというふうに説明を聞いたように思うんですけれども、今までなかった、

救急な、緊急の防災の連絡を聞けない状態にあったということでしょうか。 

内園総務課長 

  備品購入費の分で今の分はご説明させていただいたかと思うんですが、この分については

災害時に施設とか病院等に確実に情報を伝達できる手段としての防災無線の個別受信機とい

うのが設置されていなかったということから施設、病院等に対しても個別受信機を市で買っ

てそれを備品ということで貸し付けたということでの説明をさせていただいたところです。 

竹原恵美委員 

  その状態がすごくその今までが危険であったのかもしれませんが、これから学童の名前も

聞いていないんですけれども、これからも進まる、進めていくという方針の内容でしょうか。 

  これで完了したという事業の内容でしょうか。 

内園総務課長 

  ご指摘の通り、いろんな、今回病院と主要な施設についてこれを配備したということでご

ざいますので、これ、年次的に不足する部分、すべて１回したから終わりということではな

くて、いろんな中でまたその施設とか団体等が本来設置すべきところであるというところか

ら要請等があった場合はこれをまた補完していくというような基本的な考え方にあるべきだ

ろうと考えております。 

竹原恵美委員 

  お貸しする。貸し出すという条件は多かったんですけども、維持管理はしていただけると

いう状態、それとも市が責任を持って維持をしていく、その放送を確保していくという体制

ですか。 

内園総務課長 

   これ、無線の個別受信機ですので、各家庭にも配置されているものも、壁に取り付けの

部分もあるんですが、一般的に個別受信機とアンテナが室内用のアンテナが付いた部分と

かそういった２つの部分があるんですが、これについてはもう一般的に維持管理と言われ

ても本人さん、そこに設置したあとは電池の交換くらいかなという分でそう手のかかるも

のではないものと思われるところでございます。維持管理については当然そこに設置した

施設等で管理をいただいて、もし故障等あった場合は当然その部分行政側のほうにご連絡

いただければ修理等については市のほうでやっていくということで、特段維持管理を要す

るような性質のものでは、機器ではないかと思われますということで答弁させていただき

ました。 

牟田学委員長 

この際暫時休憩いたします。午後はおおむね１時から開会いたします。 

 

（休憩 １２：０５～１３：００） 
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牟田学委員長 

休憩前に引き続き、委員会を開きます。 初に課長より午前中の質疑に対する答弁があり

ます。それを許可いたします。 

内園総務課長 

  午前中の答弁に対して、補足して答弁させていただきたいと思います。まず１点、山田委

員から御意見のありました山形屋の研修等についての、山形屋の職員の指導はないのかとい

うことでございましたが、商工観光課のほうにお伺いしましたところ、事前に挨拶の仕方及

びチラシの配布等について指導を行ってそれから研修に入るということで取り組みをさせて

いただいているところだそうでございます。それから期間中において何らかの不都合があっ

た場合についてはそのたび、随時また指導をいただけるということでの研修の形態として、

実施させていただいているところであるということで伺ったところでございますので、よろ

しくお願いしたいと思います。もう１点、竹原委員からあった退職手当の準備基金の６，０

００万円についての計算内訳は、根拠はどうなっているのということでございましたが、こ

れにつきましては、基金として積み立てる額は毎年予算計上した額ということで書いてある

んですが、これにつきましても１０年間の第１スパン期間、先ほど午前中も言ったんですが、

終年度２６年度にあといくら不足するだろうということで、今まで積み立ててきた部分に

不足する額ということで、おおむねこの９年間については６，０００万を積み立ててきたと

いうことで、特段の計算基礎というものはないということで、 終的に精算をしないといけ

ないものですから、その時にあと不足する部分を予算計上するということになっているよう

でございます。ちなみに２７年度からは向こう１０年間は始まりますので、今後については

１，０００万ずつ積み立てれば十分事足りるのかということで２７年度については１，００

０万円の積立金を予算計上させていただいたというところでございます。以上になります。 

牟田学委員長 

  今の課長の答弁について何か。 

山田勝委員 

  今ね、課長から説明を受けたけどね、研修をしてから、何ですか説明を受けて、指導を受

けてからするということだけど、誰が指導をするの。 

内園総務課長 

  山形屋の職員さんというか、社員の方から派遣しましたうちの職員について挨拶等の指導

を事前にしていただいて、その指導に基づいた接客等についてを研修させていただいている

というところでございます。 

山田勝委員 

  そういうのはね、言わないかんて、 初で、山形屋の職員の方から指導を受けて、そして

あとはその職員の指導に基づいて実施をするということでしょ、研修をする。それとね、あ

なたもだけど、連れて行った商工観光課もねちゃんとした報告ををせないかんもんや、こう

こうこういうことで、こうやりましたよって、それを今言われていやわかりません、あんし

が連れていたて、こんなのはね、話にならん話ですもんね。だから来年からこういう説明を

しないようにちゃんとしてください。 

牟田学委員長 

  午前中に引き続き竹原恵美委員の質疑をお願いいたします。 

竹原恵美委員 

  先ほどの防災行政無線個別受信機設置ですけれども、病院にはつけたいくつかの施設があ

ろうかと思いますが、どこに付いて、どこに付いてない、施設でどこに付いて、どこに付い

てないを教えてください。 

内園総務課長 

  あの備品購入ということで、市のほうで購入した受信機ではございますが、現在希望をと
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っているということで、希望のあったところに数に限定がありますので、設置していくとい

うことで、今その調整をしているところで、購入としては２６年度予算で市のほうで備品購

入費で買ったところでありますが、設置がまだしていないといったところのようでございま

す。 

竹原恵美委員 

  その希望調査はどこに対して問いかけしているんでしょうか。 

内園総務課長 

  市内の病院とかですね、老健施設等、一般的な施設と呼ばれるようなところについてご案

内をさせていただいているというところでございます。 

竹原恵美委員 

  学校や学童などほか公共施設において設置していない場所がありますでしょうか。 

内園総務課長 

  今お答えさせていただいた通り、病院とか特別養護老人ホームとか老健施設とかそういっ

た部分についてを２６年度の予算で対応しようということで、今取り組みをさせていただい

たところでございますので、学校とかこの個別受信機については今のところ設置はされてい

ないところでございます。 

竹原恵美委員 

  緊急時において、この防災行政無線の役割はどのようなもともと目的、どのようなことを

期待して、病院など施設に設置するんでしょうか。 

内園総務課長 

  当然情報伝達機械ですので、迅速に正確な情報が速やかに伝達できるようにということで、

また情報が伝わらなかったというようなことがないように、特に要援護者といわれる方で支

援を優先的に行うべきところを優先したというところで現在そういった施設に設置がなかっ

たので備品で購入して設置しようというような考え方でございます。 

竹原恵美委員 

  それでは、今病院とか施設ということはもう設定されていることがわかりましたけれども、

まだ、学校、学童、子供たちも大人も集めるところ、集客するところなどはおそらくまださ

れていないようですので、そこを進めるようお願いします。それと、維持修繕いらない、ほ

ぼいらないであろう、ただ電池だけという話も午前中ありましたけれども、そこまできちっ

と網羅できる施設なのか、施設が一つ一つ電池を変えられるかというと、そこが手落ちにな

ると電源が供給されない時には役に立たない箱でしかないので、そこのところは対策を一回

で、たとえば紙を配って対応してくださいというのか、それとも電池自体をお配りするのか、

何らかの対策が 終を考えると必要ではないかと思います、検討ください。 

内園総務課長 

  ただいまのご指摘のあった点につきましては、十分配置する段階で電池の交換とかそうい

った分について機器の取り扱いについては十分説明をさせていただき、また、おわかりにな

らないような場合はいつでも気軽に危機管理のほうにですね、お問い合わせいただけるよう

な連絡とか周知の仕方をやっていきたいと思います。 

山田勝委員 

  今の件についてねどうも疑義を感じるね。なんでかつったら、たとえば防災無線で大きな

外に聞こえる防災無線でスピーカーでやるでしょ、まずその緊急時の場合はですね、だから

どひこ個別におっても家におらんぎはじまらんわけじゃないですか。それとね、施設とか介

護施設とか福祉施設とかというところはね、自分たちも責任があるわけやっで、行政におん

ぶに抱っこはいかんと思いますよ。だからもちろんその予算を執行する場合とかいろいろ指

導は消防署が指導をするじゃないですか、防災訓練とかするでしょ、だから行政におんぶに

抱っこはね、私はよくないと思う、彼らは彼らの責任においてちゃんとですね、行政と連絡

を取りながらそういう緊急の場合は連絡取れるような状況を、私は施設もつくっておかない
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かんと思いますよ。それを行政が連絡しなかったからというような雰囲気ではね、私は完全

な緊急時の対応というのはできないと思いますが、どういうふうにしてるの。 

内園総務課長 

  今、山田委員からご指摘のあった分も当然基本的にはそういった部分でご協力いただきた

いというのを行政としても考えているところでございます。その前段として、やはり今回受

信機を設置した段階で受信機の取り扱いそういったものから入らさせていただくというか、

体制を整えられたらと思っているところでございますが、現に病院とか、施設においては避

難計画そのものもその施設に応じて自ら計画を定めるようになっているんですが、丸投げと

いうようなこともまたいかがなものかということで行政もこっちでお手伝いできる部分は当

然一緒に入って計画を定めていかなければならないというところで認識はあるんですが、な

かなか現実の問題として、そこまでいっていないという状況がありますので、今後きちんと

した計画を含めて取り組みを強化していきたいと思っております。 

山田勝委員 

  今ね、福祉施設についてもね市町村の権限移譲されているでしょ。だからそういうものを

ね徹底指導していかないと、行政任せで施設設備なんていうのは、特に行政任せではいかん

ですよ。自分たちも責任を持ってやらないかんというのまで指導をしないとね、むしろあな

た方にするなと言うんじゃないですよ、あなた方もせないかんけど、施設の人も、あるいは

そういうところの人もね自分のことだと思ってちゃんとしておかない限り完全なものはでき

ないよと、市がしてくれんやったでとかいうような状態をつくってくれるなというだけの話

ですよ。よろしくお願いします。 

牟田学委員長 

  ほかに。 

中面幸人委員 

  説明書の２７ページ、２款１項３目、今いろいろ話をされているのと同じですけどね、こ

この成果説明書においては栫区ほか田代地区が上げられておりますけれども、７７集落のう

ちもう１００％取り付け、無線化ができたのか教えていただきたい。 

内園総務課長 

  ご指摘がありましたとおり、２６年度で田代、栫区で７５区になりました。あと２区残っ

ておりますが、この２区残っておりますが、この２区については浜地区と落区の２区です。

それぞれの区の事情がありまして、落区はちっちゃな集落になってしまったということで、

区として運営する費用とかそういった部分で今のところ有線でいいということで、無線化の

方向がないと。それから浜区につきましてもまた区の事情がございまして無線化をする予定

はないということで今の有線のままで当分はいきたいということで、ほぼこの２区について

は区のほうが無線化する意向がないということで、希望された区についてはほぼ２６年度に

完了したという状況でございます。 

中面幸人委員 

  もう異常気象ということで、無線化というのは大事かなと思います。ことしの台風１５号

の時にですね、各いろんな地区で停電等ございまして、２日間か３日間停電した地区もあっ

てですね、市民からの要望でですね、いつ電気が来るのかとかわからないと九電に連絡して

もなかなか回答も返ってこないという状況で今回だったんですが、これらをですね、やっぱ

りちゃんと行政のほうでですねもちろん九電との連絡を取りながらやっぱり防災無線等でで

すね各全地区にですねその状況等をですねやっぱり教えてやる必要があるかなと私も感じて

ですね、市民からもその要望もございましたのでその辺あたりを今後どのような形でですね、

たぶん市のほうにも連絡があったと思うんですが、考えていらっしゃるかお伺いします。 

内園総務課長 

  行政防災無線の台風時の停電の状態がしばらく続いたということで、当然防災行政無線に

ついても停電時は停電が復旧していない地域については当然聞く機会を得られないといった
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状態が続いたところでございました。それを受けまして、一定の時期、収集した段階で災害

対策本部の総括会議を開催しまして今回の問題点と課題点を出しながらそのひとつの中に今

おっしゃいました部分がありましたので、九電については今後十分速やかな対応していただ

きたいというのと、その今の状況、いつ復帰をするのかとかいったところを含めてですね、

十分九電自らもやっぱり広報車両を走らすなりして、補足する部分は行政も阿久根市民向け

に情報発信するという考えのもとにですね、九電のほうにも積極的な部分、ただ電話につい

てはいい返事をいただけなかったというのはあの時期というのは阿久根だけではなくて管内

の出水にはいろいろ電話が殺到しているということでなかなか直通の電話が使えないという

ことで混雑していると、この分については今後の課題だということでございますが、九電と

しても何らかの改善に向けた取り組みをしていただくということで要望させていただいてい

るところでございます。 

牟田学委員長 

  ほかに。 

竹原信一委員 

  先ほど退手準備基金の話で随分アバウトな説明だなというふうに聞こえました。今退職金

手当組合の基金は４億７，６００万ほどありますけれども、そしてこれに積み上げていく６，

０００万こういったことをですね、そういうアバウトな感じでやってもらってはですね、市

民は浮かばれませんよね。そして総務課長もずっと続けるわけでもないし、引き継いでいか

ないといけないわけですよね。今６，０００万と判断した根拠というのはしっかり文書でも

自分でも整理されていかなければいけないし、わかってなきゃいかんはずですよ。少なくと

も私たちも今の説明ではわかりません。この機会にですね今の退手組合の基金のことについ

てもう一回整理していただいて、そして６，０００万が適切なのかどうかもう一回検討して

いただき、その書類を出していただきたい。よろしくお願いします。 

内園総務課長 

  ご指摘の部分なんですが、先ほども言いましたとおり、一般的には第１スパン１０年間な

んですが、ただ阿久根市が加入したのからいったときに、一年経過してましたもんですから、

この第１スパン２６年度まで９年間だったんですが、９年間の定年退職されるのは当然予想

がつくんですが、その分とあと１人ないし２名任意退職されるだろうということで積み上げ

た負担金というのがいくらになります。その部分であと任意退職される分がより以上多くな

った場合がどうだろうということで、この６，０００万については固定的なものでなくて、

たとえば５年たったところでこれでは不足しますよねということであれば６年目は若干また

積み上げをしていくということで、その推移を見ながら今年度２６年度分については２５年

度の予算計上時にこれくらい不足するだろうと、あと、見込みを入れさせていただいたとい

うことでございます。 

竹原信一委員 

  まさにそういったことでございます。そういったことを何人を予測するというふうに決め

たということも記録しておかないかんわけですよね、そういった判断をひとつひとつ記録し

て積み上げていくことによって、今後のよりそのブレの少ない予算の組み立て方というのは

見えてくるわけですよ。だから私が書類、書類と言っているのはそこのことを言っているわ

けです。きちんと文書にして出してください、そこのところは。 

内園総務課長 

  はい、それでは２５年度の残額がいくら、積立額がいくら、見込まれる金額がいくらとい

うことでその不足額６，０００万ということで、資料で提出させていただきます。 

牟田学委員長 

よろしいですか、ほかにありませんか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

 なければ、認定第１号中、総務課所管の事項について、審査を一時中止いたします。 
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○認定第４号 平成２６年度阿久根市歳入歳出決算認定について（交通災害共済特別会計） 

牟田学委員長 

  次に、認定第４号を議題とし、審査に入ります。 

内園総務課長 

それでは、交通災害共済特別会計の決算につきまして、引き続き説明させていただきます。 

決算に関する説明書は２０ページ、事項別明細書は２６ページをお願いいたします。第１

款１項１目事業費は、予算現額４９９万６，０００円に対し、支出済額は２７０万６，５０

２円であり、執行率は５４.１７％でありました。 

以下、節ごとにその主なものについて御説明いたします。第１節報酬は交通災害共済審査

委員会委員３人の報酬１回分を予算計上しておりましたが、委員会で審査する案件がなかっ

たため全額不用となったものでございます。８節報償費の支出済額３５万９，６８０円は、

交通災害共済加入申込書の配布や会費を取りまとめていただいた区長さんに対する謝金の支

払額であります。１１節需用費の支出済額１５万４，３４３円は、加入申込書の送付用の封

筒のほか、加入申込書の印刷経費が主なものでございまして、１２節役務費の支出済額１６

万８，２７９円は、郵便料及び金融機関の窓口収納手数料でございます。１９節負担金補助

及び交付金の支出済額２０２万４，２００円は、延べ３０件の交通災害共済傷害見舞金１９

６万２００円及び、県市町村会が提供するシステムサポート負担金６万４，０００円の合計

額であります。 次に、２款１項１目基金積立金は、予算現額１２８万４，０００円に対し、

支出済額１２８万２，８５５円でした。これは、前年度からの繰越金の２分の１相当額１１

６万９，９８１円と、交通災害共済基金利子分１１万２，８７４円を交通災害共済基金に積

立てたものでございまして、歳出合計は３９８万９，３５７円でありました。以上で歳出の

説明は終わりますが、主な事業の成果につきましては、主要事業一覧の２ページをご参照い

ただきたいと思います。 

次に歳入について御説明いたします。決算に関する説明書は１９ページ、事項別明細書は

２５ページをお願いいたします。１款共済会費１項１目１節共済会費は、予算現額３８２万

５，０００円に対し、収入済額は３８７万１８０円でありました。内訳といたしまして、７

５歳以上の会費２００円が３，４８８人分で、一般の会費３６５円が８，６９２人でござい

ました。２款財産収入１項１目１節利子及び配当金は、１１万２，８７４円でございました。

４款繰越金１項１目１節繰越金は、平成２５年度決算により２３３万９，９６１円が確定し

たことにより歳入措置したものであり、歳入合計は６３２万３，０１５円でありました。以

上で、交通災害共済特別会計の説明を終わりますが、答弁につきましては、私並びに担当係

長等から答弁させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

牟田学委員長 

課長の説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

  [「なし」と呼ぶ者あり]  

 ありませんか。 

 [「なし」と呼ぶ者あり] 

なければ、認定第４号について、審査を一時中止いたします。 

 

○認定第１号 平成２６年度阿久根市歳入歳出決算認定について（一般会計） 

牟田学委員長 

  次に、認定第１号を議題とし、総務課消防係所管の事項について審査に入ります。消防参

事の説明を求めますが、説明は所管の決算内容、新規事業や改良を加えた点、事業の執行に

よる行政効果等について、簡潔明瞭にお願いします。 

上野消防参事 

引き続きまして、総務課消防係所管についてご説明いたします。初めに、平成２６年度に

取組みました特徴的な３つの事業などについてまず御説明させていただきます。お手元の主
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要事業の成果説明書の９３ページをごらんいただきたいと思います。９款１項１目常備消防

費６，２１１万１，０００円は、地域経済活性化・雇用創出臨時交付金を活用して水槽付消

防ポンプ自動車を新規購入し、消防組合の阿久根消防署へ貸与したものであります。これに

より新たな空順１号として、泡消火剤を使用した窒息消火など 新の車両と資機材の活用で、

複雑多様化する火災や災害、事故などに迅速かつ安全に対応することができ、住民の安心・

安全の向上に繋がるものと期待をいたしているところであります。次に、２目非常備消防費、

２，１５９万円とその下になりますが１，１４４万８，０００円は、同じ臨時交付金により

まして、消防団用ポンプ自動車１台を中央分団に、普通消防積載車２台を鶴川内分団桑原城

班と田代班にそれぞれ更新配備したものであります。これにより、地域防災力の充実強化が

図られるものと期待をいたしているところでございます。次は、９４ページをお願いします。

地域防災組織育成事業を活用いたしまして、小型動力ポンプ１セットを女性消防隊への訓練

用資機材として新たに配備をしたものでございます。これによりまして、消防出初式や消防

操法大会で訓練展示をするほか、活動のですね、領域を広げるとともにこれまで継続的に取

組を進めておりまして、救命講習会支援活動のほか、広報用チラシ「まもり隊通信」による

住宅用火災警報器の設置促進など、火災予防の啓発に努めてきているところであります。引

き続き先進事例を参考にしながら研鑽を重ねておりまして、今後も各種の活動促進が期待を

されるところでございます。なお、平成２５年度に８名で発足をした女性消防隊でございま

すけれども、平成２６年度当初に２名が新たに入団をされまして、現在１０名ということに

なっております。特徴的な事業としては以上でございます。それでは、決算内容等について

歳出から御説明をいたします。 

決算に関する説明書は５７ページの一番下、事項別明細書は５８ページをごらんいただき

たいと思います。第９款１項消防費の予算現額は、４億３，４５０万２，０００円であり、

支出済額は、４億１，４９４万９，７５０円で、執行率は９５．５％であります。決算に関

する説明書は５８ページになります。１目常備消防費は、予算現額３億１，５０７万１，０

００円、支出済額３億１，５０３万８，６９０円で、執行率は９９．９％となっており、決

算に関する説明書の備考欄のとおり、水槽付消防ポンプ自動車、空順１号の備品購入費及び

阿久根地区消防組合への負担金が主なものであります。次に、２目非常備消防費は、予算現

額１億１，１０４万８，０００円、支出済額９，４６０万２１６円、翌年度繰越額１，１７

１万４，０００円、不用額４７３万３，７８４円で、翌年度繰越額を除く執行率は９５．

２％であり、説明書の備考欄に示しました、団員の報酬や退職報償金のほか、消防団車両の

購入費などが主なものであります。なお、翌年度への繰越については、年度末の国の緊急経

済対策を受けて補正措置したものであり、耐震性貯水槽２基分を繰越明許費としたものであ

ります。以下、主な節ごとの支出済額とその内容について申し上げます。１節報酬１，１７

９万７，２００円は、消防団員２１９名分の報酬であります。８節報償費２６０万２，４４

４円は、消防団員９名分の退職報奨金２２６万６，０００円と出初式や消防操法大会の記念

品など、出会謝金等のほか報償費３３万６，４４４円であります。９節旅費１，７８５万８，

０２０円は、消防団員の費用弁償１，７７２万６，３１０円が主なものであります。１１節

需用費２７０万６，６１７円は、消防団の車両等の修繕料や、燃料費、消防団詰所の光熱水

費の他、年末警戒時の激励に要した経費などが主なものであります。事項別明細書は５９ペ

ージになります。１７節公有財産購入費８０万６，４００円は、耐震性貯水槽を設置するた

めの用地購入費であり、大尾地区の新設予定地分であります。１８節備品購入費４，６２８

万４，１１２円は、先に特徴的な事業としてご説明いたしましたけれども、消防団用のポン

プ車１台及び積載車２台のほか、各分団や班に更新配備した小型動力ポンプ５セット、４，

２７５万７，２００円と女性消防隊の軽可搬ポンプ１セット１０２万６，０００円や消防団

員の活動服、消防ホースなどの被服寝具類２２１万３，６３２円が主なものであります。１

９節負担金補助及び交付金６０２万５６４円は、説明書５８ページの備考欄のとおり、消防

団員の退職報奨金掛金４３０万８００円、団員等公務災害補償等共済基金掛金５０万６，６
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３９円、消防団員の福祉共済等への補助金として、消防団員互助会に交付した７２万８１３

円などが主なものであります。２８節繰出金２７２万６，０００円は、新設消火栓４基分の

設置経費１４０万円と消火栓１４９基分の維持管理経費として簡易水道特別会計に４４万７，

０００円を、同じく２９３基分は水道事業会計に８７万９，０００円支出したものでありま

す。次に、３目水防費予算現額５０万円と４目災害対策費の予算現額７８８万３，０００円

のうち、総務課消防係が所管する予算は１０８万６，０００円でありますが、ご承知のとお

り、昨年７月１０日に県本土を横断した台風８号を始め、１０月１３日には県土南端を通過

した台風１９号など、複数の台風が接近いたしましたが、本市にあっては大きな被害等も無

く、特段の支出を要する災害がなかったことから、水防費、災害対策費ともに支出はありま

せんでした。以上で歳出を終わり、次に歳入について申し上げます。 

決算に関する説明書は１４ページ、事項別明細書は８ページでございます。第１３款国庫

支出金２項８目消防費国庫補助金の予算現額５３８万６，０００円は、年度末に補正措置し

た耐震性貯水槽２基分の補助金であり、翌年度繰越としたものであります。次に、第１４款

県支出金２項８目消防費県補助金の調定額及び収入済額は、ともに２０万円であります。こ

れは、山林火災等に対応するための背負式の消防水のうである、ジェットシューターを８台

購入したもので、これに対し県の火災予防推進事業補助金を受けたものでございます。次に、

決算に関する説明書は２１ページ、事項別明細書は１６ページになります。第１９款諸収入

５項４目雑入２節団体支出金の調定額及び収入済額は、ともに２，２７９万７，１７０円で

あります。このうち消防係所管分は、決算に関する説明書の備考欄のとおり、消防団員遺族

補償年金１９４万３，１００円と消防団員９名分の退職報償金２２６万６，０００円であり

ます。決算に関する説明書は、２２ページになります。２０節雑入のうち消防係所管分は、

備考欄の上から８行目、原子力立地給付金１６０万５，０３６円のうち５万７，０００円と、

下から８行目になりますけど、地域防災組織育成助成事業助成金１００万円、２３ページの

備考欄、雑入の下から４行目にあります、県消防協会社会福祉共済制度返戻金の２万８，６

７２円であります。次は、決算に関する説明書は２４ページ、事項別明細書は１７ページに

なります。第２０款１項８目消防債は、予算現額２，１６０万円、調定額及び収入済額とも

に１，５３０万円であります。これは、水槽付消防ポンプ自動車購入に１，２４０万円、小

型動力ポンプ購入に１９０万円、耐震性貯水槽設置にかかる用地測量業務及び用地購入に１

００万円を消防施設整備事業債として、それぞれ過疎債を充てたものであります。なお、補

正予算額の６１０万円は、繰越明許費とした耐震性貯水槽２基分の補助残でございます。 

以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

牟田学委員長 

参事の説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

  [「なし」と呼ぶ者あり] 

  なければ、認定第１号中、総務課消防係所管の事項について、審査を一時中止いたします。  

（消防係退室、税務課入室） 

 

牟田学委員長 

次に、認定第１号中、税務課所管の事項について審査に入ります。課長の説明を求めます

が、説明は所管の決算内容、新規事業や改良を加えた点、事業の執行による行政効果等につ

いて、簡潔明瞭にお願いします。 

川畑税務課長 

それでは、一般会計の税務課所管分について御説明いたします。決算に関する説明書の６

ページをお開きください。市税の調定額２０億７，７３７万１，１０７円に対し、収入額は 

１８億９，２１１万３，１５４円であり、調定額に対する収入率は ９１．０８％で、前年

度収入率９１．６２％を０．５４ポイント下回りました。 

ここで、税務課で取り組みました主な収入率の向上対策等について説明させていただきま
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す。まず、管理徴収係職員による夜間徴収を、３月・５月に実施し、さらに課長等管理職の

応援をもらい、夜間納税相談を５月に実施し、３月から５月を徴収強化月間と位置づけ、３

月は過年度分を、４月・５月は現年度分を主として徴収を行ったところであります。また催

告書の発送を、７月・１１月・２月の３回実施し、滞納の早期解消に努めました。また、１

０月から２月にかけて行った４回の市外徴収においては１６万８７００円の徴収実績をあげ

ることができました。また、滞納者宅１件の捜索で差押えた物品を、北薩地区５市町の合同

公売会に出品、２９点を公売し、３万５６５円を未納になっている税に充当したところであ

ります。差押品の合同公売会につきましては、県の広報誌・テレビ・ラジオでの広報活動に

加え、阿久根市でも広報阿久根及び市のホームページに掲載し、市民への周知を行ったとこ

ろであります。滞納処分でありますが、差押を４３件行い、８４万４，８１３円を税・料金

として納入しました。捜索・差押え・公売につきましては、今後も一層強化しながら、市民

への周知を図ってまいりたいと考えております。また、収入率の向上には徴収体制の強化、

滞納処分の徹底とあわせ、公平・公正な課税により、納税者の方々の理解を得ることも重要

であるとの意識をもって、十分なチェック体制をとるとともに、細心の注意を持って、事務

に従事しているところであります。そのほか、次代を担う児童・生徒が、税金の意義や役割

を正しく理解し、納税者としての自覚を育てることを目的に、出水地区租税教育推進協議会

の活動の一環としまして、市内７か所の小中学校において、税務課職員による租税教室を開

催しました。以上で、平成２６年度に取り組みました主な、収入率の向上対策等についての

説明を終わり、決算に関する説明書の６ページに戻ります。 

平成２６年度の調定額２０億７，７３７万１，１０７円は、前年度に比べ、滞納繰越分の

増加が約６３１万円、現年分は約１，２７５万円の減少で、合計６４３万７，９３１円のマ

イナスとなっております。現年分につきましては、市税６税目のうち、個人市民税が防災対

策のため均等割を一人当たり５００円引きあげたため、約６０８万円の増、固定資産税は評

価替 終年度で減少要素が少ないため、約１，０４４万円の増、入湯税が入湯客数が若干伸

びたため約３９万円の増となりましたが、法人市民税が企業業績の伸び悩みのため約２，１

４０万円の減、軽自動車税が約３８万円の減、たばこ税が消費本数の減少により、約７８８

万円の減となり、現年分合計調定額は約１，２７５万円の減となりました。また収入額１８

億９，２１１万３，１５４円は、前年度比１，７０５万７，３６３円の減少となっています。

調定額から収入額を差し引きますと、１億８，５２５万７，９５３円となりますが、このう

ち８３８万７，０２９円を不納欠損処分し、残りの１億７，６８７万９２４円が収入未済額

であり、前年度末と比べますと８９７万９，９２７円の増額となっています。未済分の詳細

については、７ページの市税滞納繰越調書のとおりであります。次に、８ページになります。

３款利子割交付金の収入済額２６０万７，０００円は、県が収入した利子割の額から、徴収

取扱費相当額を控除した残額の５分の３の額であり、また、４款配当割交付金の収入済額７

４３万５，０００円は、一定の上場株式等の配当について、県が収入した配当割の額から、

徴収取扱費相当額を控除した額の５分の３の額、５款株式等譲渡所得割交付金の収入済額５

０８万円は、源泉徴収口座内の株式等の譲渡による所得について、県が収入した株式等譲渡

所得割の額から徴収取扱費相当額を控除した残額の５分の３の額が、それぞれ市町村に交付

されるものであります。次に、１１ページをお開きください。１２款２項１目総務手数料の

うち、備考欄の徴税手数料２６３万６，２００円は、所得証明などの証明手数料及び市税の

督促手数料であります。次は、１７ページをお開きください。１４款３項１目総務費委託金

のうち、備考欄の徴税費委託金２，７０３万２，８３９円は、個人県民税徴収取扱費であり、

地方税法第４７条の規定に基づき、９月と３月に県から交付され、内訳の主なものは、納税

義務者数に３，０００円を乗じた額であります。次に、２０ページをお開きください。１９

款１項１目延滞金の収入済額１２１万１，５４９円は、市税滞納分に係る延滞金であります。

また、２１ページの５項４目雑入では、備考欄の雑入の一番目、雇用保険料の嘱託及び臨時

職員本人負担分の一部と、２２ページ上から３行目、コピー使用料の一部、同じく２２ペー
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ジ、下から１１行目、 封筒広告料３２万円を、それぞれ歳入しております。以上で歳入を

終わり、次に歳出について、主なものについて御説明いたします。決算に関する説明書の３

２ページと事項別明細書の２５ページをお願いいたします。 

２款総務費２項徴税費１目税務総務費の支出済額６，９３６万９，４５２円は、税務課職

員１６人のうち、１１人分の人件費が主なものであります。補正予算額マイナス５３１万６

千円は、予算編成時の職員配置と、新年度の職員配置の異動と、国民健康保険特別会計及び

介護保険特別会計との、職員異動による給料等の補正であります。次に、２目賦課徴収費の

支出済額２，５００万８，２５８円について、事項別明細書２５ページから節ごとに御説明

申し上げます。１節報酬４８１万５，１１３円は、収納嘱託員１名と窓口事務等嘱託員２名

の報酬であります。２６ページに移りまして、４節共済費７３万７，３２２円は、嘱託員３

名分の社会保険料であります。７節賃金２９万４，９６８円は、課税事務補助臨時職員１名

分の賃金であります。８節報償費４３１万２，１２０円は、市税の取りまとめに対する各区

などへの納税報奨金４２６万４，０４０円と、総務課嘱託員への、給報電算入力業務時間外

謝金であります。９節旅費１２万７，３８０円は、県内外への徴収事務や税務関係研修時の

旅費であります。１１節需用費２４８万３，８６１円は、各市税納付書及び督促状並びに再

発行納付書、納付書発送用 封筒印刷代が主なものであります。１２節役務費３３０万９，

０４０円は、収納代理金融機関窓口収納手数料、納付書等発送時郵便料及び電話料でありま

す。１３節委託料８０万４，６００円は、固定資産税に係る２６年度時点修正標準宅地鑑定

業務、地籍システム、電子申告システム更新に係る委託料であります。１４節使用料及び賃

借料１２９万８，９２０円は、地方税電子申告支援サービス使用料、市県民税申告時の公民

館空調機器使用料、市税等収納嘱託員徴収用務時車借上料であります。１９節負担金補助及

び交付金６１万４，９５３円は、決算に関する説明書に記載のとおり、負担金は、一般財団

法人資産評価システム研究センター会費、地方税電子化協議会費、出水たばこ販売協同組合 

たばこ消費事業事務費負担金、固定資産評価研修会負担金であり、補助金は、阿久根市青色

申告会運営への補助金であります。２３節償還金利子及び割引料６２０万９，９８１円は、

市税の過年度分の過誤納還付金、及び還付加算金であります。 

以上が、税務課所管分に係る決算の主な内容であります。どうぞよろしく、お願いいたし

ます。 

牟田学委員長 

課長の説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

竹原信一委員 

  一番 初に税収を向上するために努力している説明がございました。その中で、差し押さ

えをして売り払いを行っているという内容ですけども、薩摩川内市でそれを公売している、

競売のところに行ったことがあるんですけど、非常に価格が安いということと、ほとんどこ

れ意味あるのかなというくらいな感じを受けたわけですよ。実際のところ、この差し置押さ

えと、そして販売に結構手数料もかかるはずなんですけども、それと、それから実際売り払

って得た収入その資料を出していただきたいのですが、わかりますか、よろしくお願いしま

す。その残業手当とかものを含めて、経費としてあげてください。お願いします。 

川畑税務課長 

  わかりました。 

牟田学委員長 

ほかにありませんか。 

  [「なし」と呼ぶ者あり]  

 なければ、認定第１号中、税務課所管の事項について、審査を一時中止いたします。 

 この際、暫時休憩いたします。 

（税務課退室） 
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（休憩 １３：５８～１４：１２） 

 

（生涯学習課入室） 

 

牟田学委員長 

休憩前に引き続き委員会を開きます。次に、認定第１号中、生涯学習課所管の事項につい

て審査に入ります。課長の説明を求めますが、説明は所管の決算内容、新規事業や改良を加

えた点、事業の執行による行政効果等について、簡潔明瞭にお願いします。 

中野生涯学習課長 

それでは、平成２６年度一般会計の決算について、生涯学習課所管について御説明いたし

ます。まず初めに、平成２６年度中の新規事業や事業執行による行政効果等について、主要

事業の成果説明書に基づき御説明申し上げます。成果説明書の１０７ページをお開き願いま

す。 

一番上になります、社会教育総務費の事業では、例年、地域社会教育活動事業としての生

涯学習講座を開設しておりますが、平成２６年度は、一般を対象とする生涯学習講座は２３

講座、学校・ＰＴＡ活動の連携をとった家庭教育学級は１３学級、各区ごとに開催される高

齢者学級は１７学級を開設することができました。生涯学習講座では、パソコン学習や鶴翔

高校の協力を得て開催しますアグリ講座が人気を集めているところでございます。次に１０

８ページに移りまして、昨年度もあくね洋画展を開催いたしました。１６回目を迎え、夏の

美術展として定着してきており、 近はジュニアの部の出品数が多くなり、そのレベルもア

ップしてきているところでございます。１０９ページに移りまして、自治公民館整備事業と

して、平成２６年度はそこに記載のとおり、潟区、的場区、古里区、萇野区、弓木野区、槝

之浦東区の６区の自治公民館の改修工事に補助をいたしたところです。３ページ飛んで、１

１２ページに移りまして、第３１回ボンタンロードレース大会は２，５９６人の参加を得て

開催いたしました。小・中学生の参加が減少する一方、１０キロやハーフマラソンへの参加

が増えてきているところでございます。１１４ページに移りまして、体育施設の工事になり

ますが、総合運動公園野球場の防球ネット工事を４，３６５万５，０００円で実施しました。

ファウルボールなどが場外へ飛び出すことを防止して、公園利用者の安全確保が図られてと

ころでございます。１マス飛ばして、総合体育館改修工事、ライン改修工事を８３１万６，

０００円で実施しました。これは総合体育館の各種競技コートの専用テープが剥がれるなど

して、試合運営に支障をきたしていたため、コートラインを塗装する改修工事を行ったもの

で、競技者の安全確保と施設環境の充実が図られたところでございます。１１５ページに移

りまして、２マス目以降、Ｂ＆Ｇ海洋センタープールの本体と上屋の改修工事を、それぞれ

５，１３０万円と５，４１８万２，０００円の計１億５４８万２，０００円で実施しました。

建設から３０年以上が経過し、鉄骨の腐食やろ過機能の低下が進んでいたことから、施設の

全面改修を実施したものであり、利用者の安全確保と快適なスポーツ環境の整備が図られた

ところです。また、プールは日本水泳連盟の公認プールとして認定を受けたところでござい

ます。以上で、成果説明書での説明を終わり、次に、歳出の主なものについて、歳入歳出決

算事項別明細書と決算に関する説明書に基づき御説明いたします。 

事項別明細書は２３ページ、決算に関する説明書は３０ページをお開き願います。２款、

総務費１項１２目市民会館管理費は、予算現額１，５８０万２,０００円に対し、支出済額

１，４６１万９,４８２円で、９２．５２％の執行率であります。１１節、需要費の支出済

額６８１万９，６９４円は、光熱水費５１６万７，４０２円と市民会館維持修繕料７２万１，

６６０円が主なものであり、１３節委託料の支出済額３５２万３，２３８円は、音響照明設

備保守点検業務ほか９件の委託料であり、不用額はその執行残額であります。事項別明細書

は６４ページ、説明書も６４ページをお願いいたします。１０款教育費５項１目社会教育総

務費は、予算現額６，６０２万円に対し、支出済額６，３２７万８，３３０円で、９５．８
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５％の執行率であります。１節報酬は、社会教育指導員５人ほか３件の委員報酬であり、２

節給料３節職員手当等、４節共済費は、職員７人分の人件費であります。８節報償費は、あ

くね洋画展審査員謝金ほか３件の講師謝金であり、不用額は説明書の備考欄に記載してあり

ます、委員謝金等の執行残であります。１３節委託料は、市内の小・中学校１３校で実施し

た家庭教育学級や自主文化事業など５件の委託料であります。自主文化事業につきましては、

成果説明書の１０８ページにも掲載しておりますが、幼児並びに小学校低学年児童向けとし

て児童演劇「３びきのコブタ」と、一般向けとして「池上彰・増田ユリアトークショー」の

公演を行ったところでございます。池上彰・増田ユリアトークショーについては、前売り券

大人１，０００円子供券５００円でチケット販売を行い、知名度の高さから７１９名の入場

者があったところです。１９節負担金補助及び交付金は、説明書の備考欄にありますとおり、

地区視聴覚教育協議会負担金ほか７件の負担金と、校外生活指導連絡協議会ほか６件の補助

金であります。事項別明細書は６４ページから６５ページ、説明書も６４ページから６５ペ

ージにかけてになります。２目公民館費は、予算現額１，３５７万８，０００円に対し、１，

２５４万４０７円の支出済額で、９２．３６％の執行率であります。１１節需要費の支出済

額３１８万９，３７５円は、大川・脇本地区公民館の光熱水費が主なものであり、不用額は、

その残額が主なものであります。１３節委託料の支出済額２２２万７３５円は、脇本、大川

地区公民館の館内清掃業務ほか４件の委託料であります。１９節負担金補助及び交付金の支

出額３３３万１，０００円は、先ほど成果説明書で御説明いたしました、自治公民館６か所

の改修工事７６万３，０００円と波留区コミュニティセンターへの放送機器等備品購入に対

する一般コミュニティ助成事業２５０万円が主なものであります。３目図書館費は、予算現

額３，７４８万２，０００円に対し、３，７４０万４，１５６円の支出済額で、９９．７

９％の執行率でございます。１３節委託料は、指定管理者「ＮＰＯ法人ぷれでお」に委託し

た、図書館及び郷土資料館の管理運営委託料２，３２０万円が主なものであります。１８節

備品購入費は、図書館の図書購入費であり、平成２６年度は２，７１５冊の図書を購入して

おり、年度末蔵書数は、８万１，６９６冊であります。事項別明細書は６６ページに入り、

２５節積立金は、東海地区・近畿地区の両地区阿久根会と阿久根ロータリークラブからの寄

付金合計１１６万６，０００円とその預金利息２，６２１円を読書推進基金として積み立て

たものであります。なお２６年度末の基金残額は、１，２０２万５，７１０円であります。

説明書は６５ページから６６ページにかけてになります。４目青年の家管理費は、予算現額

１，６７７万７，０００円に対し、１，６２９万４，６００円の支出済額で、９７．１２％

の執行率であります。１５節工事請負費１，４６４万５，０００円は、青年の家の天井雨漏

りに対する防水工事と、トイレを和式から洋式へ変更する改修工事を行ったものでございま

す。６項保健体育費１目保健体育総務費は、予算現額１，６６５万円に対し、１，４７０万

２，９９０円の支出済額であり、執行率は８８．３１％であります。１節報酬は、スポーツ

推進委員１４名の報酬であります。事項別明細書は、６７ページになります。１９節負担金

補助及び交付金の支出済額１，２５８万５，３３６円は、説明書備考欄に記載のあるとおり、

出水地区体育協会連絡協議会ほか５件の負担金と、阿久根市スポーツ少年団育成補助ほか１

１件の補助金であります。男子第２５回、女子第２２回九州選抜高等学校駅伝競走大会は、

男子１７チーム、女子１４チームの参加を得て、総合運動公園を発着としたコースで行われ

ました。インフルエンザの流行により、選手の体調不良も多く、直前での出場キャンセルが

多く出たところでございます。第３１回あくねボンタンロードレース大会は、先ほど御説明

いたしましたが、参加者２，５９６人で平成２５年度より４１人多い参加者となりました。

近年は、小・中学生の参加が減少傾向にあるのに対し、一般の参加者が増加する傾向にあり、

特にハーフマラソンには２５年度を１１７人上回る９９８人の参加があったところです。増

加の理由としては、健康志向によるジョギング愛好者の増加と申し込みがインターネットで

可能となっていることから、その手軽さも参加増につながっていると考えます。事項別明細

書、説明書、共に６７ページをお願いいたします。２目体育施設費は、予算現額１億４６７
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万円に対し、１億２２７万２，２２１円の支出済額であり、執行率は９７．７１％でありま

す。１１節需用費の支出済額１，６３８万７，２００円は、体育館・陸上競技場などの電気

水道料等の光熱水費や、総合体育館の空調設備、トイレのウォシュレット機能の追加、投球

練習場等の修繕料が主なものであり、不用額は、光熱水費の節約による残が主なものでござ

います。１３節委託料の支出済額２，７１３万３，４５１円は、グラウンドほか芝除草管理

業務ほか１５件の委託料であり、そのうち総合運動公園施設等管理運営業務を阿久根市体育

協会に９９３万８，６１５円で委託したものであり、不用額は１４件の入札執行残でありま

す。１５節工事請負費５，６５６万３，０００円は、主要事業の成果一覧書１１４ページに

ありますとおり、国の「元気臨時交付金」を活用した野球場の防球ネット設置工事と土置場

改修工事、更に「電源立地地域対策交付金」を活用した、総合体育館のライン改修工事でご

ざいます。３目海洋センター管理費は、予算現額１億１，３７２万１，０００円に対し、支

出済額１億１，２６５万７，７６３円で、９９．０７％の執行率です。８節報償費は、水泳

教室の指導者謝金が主であり、１１節需要費は、Ｂ＆Ｇ体育館及びプールの光熱水費が主で

あり、不用額はその執行残が主であります。１５節工事請負費は、Ｂ＆Ｇ財団助成金を活用

して、Ｂ＆Ｇ海洋センタープールの上屋及び本体の改修工事を実施しました。今回の全面改

修を受けて、日本水泳連盟の公認プールとしての認定を受けたところであり、選手の競技力

の向上と各種大会の誘致にもつなげていきたいと考えております。以上で、歳出に関する説

明を終わり、続いて歳入についての説明に入ります。 

歳入は、主に決算に関する説明書で御説明をいたします。説明書の９ページをお開き願い

ます。１２款使用料及び手数料１項１目総務使用料の収入済額１６７万６，６４１円のうち、

生涯学習課所管分は、備考欄に記載してあります、市民会館使用料７８万６，２６３円でご

ざいます。説明書は、１１ページになります。７目教育使用料の備考欄に掲載してあります、

社会教育使用料の収入済額３０万１９０円は、脇本・大川地区公民館及び青年の家の使用料

であり、保健体育使用料の収入済額４９２万９，８７０円の生涯学習課所管分は、備考欄の

学校給食センター占用料を除いた４９２万８，７７０円で、総合運動公園及び海洋センター

の施設使用料及び夜間照明料であります。説明書１９ページをお開き願います。１５款財産

収入１項財産運用収入２目の利子及び配当金の収入済額のうち、生涯学習課所管分は、１９

ページ備考欄の上から６行目の読書推進基金の利子２，６２１円でございます。説明書は２

０ページになります。１６款寄付金１項１０目教育費寄付金の社会教育費寄付金の収入済額

１３６万６，０００円は、備考欄に記載してありますとおり、読書推進費として近畿・東海

両地区阿久根会と阿久根ロータリークラブから合計１１６万６，０００円、阿久根市文化協

会から市民交流施設整備費として２０万円の寄付をいただいております。説明書は２１ペー

ジから２２ページになります。１９款諸収入５項４目雑入２０節雑入の収入済額１億５０７

万４，３５２円のうち、生涯学習課所管分は２，９８３万９，９４６円であります。主なも

のは、説明書の２１ページの備考欄、雑入の一番上の雇用保険料のうち生涯学習課所管分は、

社会教育指導員５名と臨時職員１名、市民会館警備員２名、脇本地区公民館警備員２名の雇

用保険料５万７，６２０円であります。その下の書籍代、７万９，０００円は、郷土史売上

げ料でございます。その下６行目、地域海洋センター水泳教室参加料１３万６，８００円は、

チャレンジアップスイミングとして実施した水泳教室に参加した、小学２年生から６年生ま

での１５２名分の参加料であります。４行下の総合運動公園自動販売機電気料６６万６，２

００円は、総合運動公園内に設置してある１６台分の自動販売機電気使用料でございます。

備考欄の下から３行目、総合運動公園事務所光熱水費１８万３，９２８円は、運動公園施設

管理業務を委託している体育協会の事務所電気使用料でございます。その下のＢ＆Ｇ体育館

光熱費１１万７，６７４円は、阿久根市学童クラブガッツに貸与しているＢ＆Ｇ体育館の事

務室と会議室の電気・水道使用料が主なものでございます。２２ページに入りまして、１行

目の光熱水費負担金のうち生涯学習課所管分は６万４，３６８円であり、Ｂ＆Ｇプール改修

事業工事に伴い事業者が設置した工事事務所の光熱水費負担額であります。その下、自主文
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化事業入場券販売収入７０万９，５００円は、自主文化事業「池上彰・増田ユリアトークシ

ョー」におけるチケット販売収入であります。その下２行目の、あくね洋画展出展料３１万

９，５００円は、あくね洋画展の一般の部における絵画１７８点の出展料でございます。同

じくその下４行目、原子力立地給付金１６０万５，０３６円の内、生涯学習課所管分は５７

万２４０円であり、所管する市民会館や図書館・総合運動公園施設などに対する給付金であ

ります。備考欄の中ほどから少し下になります、Ｂ＆Ｇ財団事業助成金２，６９０万円は、

Ｂ＆Ｇ海洋センタープール改修事業に対する助成金であります。説明書２４ページに移りま

して、２０款市債１項９目教育債の保健体育債の２，６７０万円は、備考欄にありますとお

り、Ｂ＆Ｇ海洋センタープール改修事業並びに総合運動公園整備事業として野球場防球ネッ

ト設置工事に充てたものであります。以上、歳入歳出決算につきまして説明を終わりますが、

御審議くださるよう宜しくお願いいたします。 

牟田学委員長 

課長の説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

竹原信一委員 

  ２３ページの２款１項市民会館管理費に関するところですけれども、整備にある程度やっ

ているというふうには思いますけれども、一番気になるのは安全性ですよ、屋根がおちるの

ではないかという心配さえあるわけですけれども、設計図を確認されているでしょうか。見

えない部分はその図面でしか確認できないだろうと思うんですけれども。 

中野生涯学習課長 

  市民会館の大ホールのことをお尋ねかと思いますけれども、大ホールにつきましても建設

以来約５０年がたとうとしております。その中で、平成１９年のときから建て替えの話がず

っと出てきているところでございます。御承知のとおり、そういう関係で耐震の工事とかい

うのがまだなされていないという状況でございます。私自身その設計図等の確認をしたこと

はございません。ただ、見た目にも、やはり外観的にも古いというようなことがございます

ので、そこの安全性というのはいつも私も危惧をしているところでございます。 

竹原信一委員 

  その、図面があるかどうかということを確認してもらいたいんですよ、まず。探してくだ

さい。 

中野生涯学習課長 

  図面等の部分については関係課とも話して確認したいと思います。 

牟田学委員長 

  よろしいですか、ほかにありませんか。 

山田勝委員 

  成果説明書の中のね、１１２ページ、ボンタンロードレース大会８３５万７，０００円と

いうことでね、２，５９６人参加、非常によかったということなんですが、円滑な大会運営

と事故防止に引き続き努めていきたいということなんですが、たとえば何かね、私がなんで

こう言うかつったら、私は３月議会に物産展の時に総合体育館のですね、東側のところがも

うぬかるみだから、何とかしてくださいよと、どういうふうにするのかという話の時に、そ

したら、いや実は、ボンタンロードレースの時にものすごく大変状態が悪くて皆さん困って

いましたという話があって、その話もしたと思うんですが、その後、なんとかことしのボン

タンロードレースに向かってですね、何かしましたか。 

中野生涯学習課長 

  山田委員のほうから、以前質問等でもあったということを承知しております。その中で、

ここの部分をどのように整備していくかという検討をさせていただいたところでございます。

金額的なものを、あそこをアスファルトの舗装をするとなると、金額的にもかなり大きなも

のがあるというようなことと、また有効な事業等がないものかということで検討させていた

だいているところでございますが、計画としまして、社会資本整備総合交付金の中の公園の



 

- 31 - 

長寿命化対策というものがございます。これにつきまして、今後申請をおこなってですね、

平成２９年度もしくは３０年度にここの整備を行いたいという計画をもっているところでご

ざいます。 

山田勝委員 

  受け止めてね、やっていらっしゃることでありがたい話しなんですけどね、また、ことし

のボンタンロードレース、あるいは産業祭がきたときにですね、天気のいい日ならいいけど、

雨の日ならなもう恥ずかしか、恥ずかしい、もうこれはね、なるべく早くすぐにでもしよう

という気持ちにならないと、おたくの考え、２９年度か３０年度、２８、２９、３年せなで

けんちゅうことやら、３年阿久根の恥を世の中にさらすということになりますからね、これ

はやはりなるべく１年でも早くやっぱりするようにね計画をしてほしい、以上です。 

牟田学委員長 

ほかにありませんか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

 なければ、認定第１号中、生涯学習課所管の事項について、審査を一時中止いたします。  

（生涯学習課退室、市民環境課入室） 

 

牟田学委員長 

次に、認定第１号を議題とし、市民環境課、三笠支所、大川出張所所管の事項について審

査に入ります。課長の説明を求めますが、説明は所管の決算内容、新規事業や改良を加えた

点、事業の執行による行政効果等について、簡潔明瞭にお願いします。 

石澤市民環境課長 

それでは、平成２６年度決算に関しまして市民環境課、三笠支所及び大川出張所、所管分

について説明いたします。新規事業として、主要事業の成果説明書にも記載してありますが、

生ごみ堆肥化処理モデル事業に係る、生ごみ収集及び堆肥化業務、生ごみ堆肥化支援事業を

行いました。内容については、主要事業の成果説明書及び後ほど歳出部分にて説明をさせて

いただきます。また、平成２６年度中におきましては、折口ニュータウンの浄化槽問題への

取り組みを行い、ニュータウン内の対象住宅について小型合併処理浄化槽への切り替えが終

わっております。また、ごみ収集所の有価物の持ち去り対策として持ち去り禁止についてを

条例化いたしました。 

それでは、まず、歳出についてご説明申し上げます。事項別明細書は２３ページ、決算に

関する説明書は２９ページをお開き下さい。 

２款１項９目支所及び出張所費です。支出済み額は４０９万８，６８０円です。主なもの

は１節の報酬及び４節の共済費であり、これは、嘱託職員２名分の人件費です。次に事項別

明細書は２４ページ、説明書は３０ページをお願いします。２款１項１５目諸費の１１節需

用費支出済額６，０００円です。これは、自衛官募集事務に係る事務費であります。次に明

細書は２６ページから、説明書のほうは、３２ページからとなります。２款３項１目戸籍住

民基本台帳費です。予算現額３，７７３万８，０００円に対し、支出済額は、３，６９２万

７，８７４円です。執行率は、９７．８５％です。１節の報酬５２５万２，４００円は、窓

口事務担当嘱託職員３名分の報酬であり、２節給料から４節共済費は、職員５名分の人件費

です。なお、共済費には、嘱託職員分も含んでおります。８節の報償費は、誕生証書の製作

費です。１１節需要費の１０２万６，５３５円は、本庁及び支所、出張所の戸籍住民基本台

帳事務に関連する書籍や各種証明書等の用紙など事務用品が主なものでございます。１２節

の役務費２８万５，８１６円は、本庁住民年金係における郵便電話料でございます。１４節

の使用料及び賃借料の１６万５，８８８円は、三笠支所、大川出張所の電子複写機等のリー

ス料でございます。１８節備品購入費の１８万３，６００円は三笠支所において戸籍事務用

契印機を購入したものでございます。１９節の負担金補助及び交付金１５万９００円は、鹿

児島地方法務局川内支局管内戸籍住民基本台帳事務協議会及び川内人権擁護委員協議会の負
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担金です。次に事項別明細書は３２ページ、説明書は３７ページをお願いします。３款１項

４目国民年金費です。予算現額７７２万７，０００円となり、支出済額は７６８万５，１２

６円です。２節給料から４節共済費までは、職員１名分の人件費です。１２節役務費の５万

１，７５２円は、日本年金機構鹿児島事務センター及び川内年金事務所等への進達・連絡な

どの郵便料及び電話料であります。次に事項別明細書は、３８ページから、説明書は、４１

ページからになります。４款１項４目環境衛生費ですが、予算現額６，２７２万円であり、

２，５４万６，０００円を減額しておりますが、これは、小型合併処理浄化槽設置事業の額

が決定したことに伴う減額が主なものです。支出済額は６，０８８万８，０７６円です。１

節報酬１７５万８００円と７節賃金１４１万５，２００円は、不法投棄等監視・指導監視員

１名と墓地管理台帳調査・作成に係る人件費です。８節報償費の２万４，０００円は、ごみ

減量推進協議会委員への１回分の出会謝金です。１２節の役務費３６万５，６１５円は、市

内６共同水道組合の水質検査費用等です。１３節委託料３４５万８，２７０円は、墓地管理

システム導入及び現状調査業務委託、潮見ケ丘墓地公衆便所の浄化槽管理委託及び清掃業務

委託等です。１４節の使用料及び賃借料６万円は、海水浴場水質検査時における船舶の借り

上げ料です。１５節工事請負費６１５万６，０００円は市有施設整備基金事業を利用いたし

まして、潮見ヶ丘墓園整備工事を実施いたしました。この工事は、駐車場の舗装と、法面吹

きつけを行ったものです。１９節の負担金補助及び交付金４，６５１万９，６１１円は、浄

化槽推進市町村協議会負担金、小型合併処理浄化槽設置者への設置補助金です。なお、平成

２６年度の小型合併浄化槽の設置基数については、主要事業の成果説明書の４２ページに記

載してございます。次に、５目公害対策費です。予算額５９万７，０００円に対し、支出済

額４７万８８０円でありました。１３節の委託料４７万８８０円は、河川の水質調査及び騒

音調査費でございます。次のページをご覧ください。次に７目葬斉場管理費についてであり

ますが、予算額２，０４７万１，０００円に対し、支出済額は１，９９５万９，３６５円で

す。１１節の需用費３３６万１，０１３円は、修繕費であり、火葬場２・３号炉の耐火修繕、

待合室ホール床じゅうたん張り替え、女子トイレ及び身障者トイレウォシュレット取り替え

を行ったものです。１３節委託料１，６２７万円は、指定管理者に対しての指定管理料であ

ります。１８節備品購入費３０万８，０３７円は、芝刈り機１台、刈払機２台を購入したも

のです。次に４款２項１目清掃総務費であります。予算額２８３万円に対し、支出済額は２

７４万１，１００円です。１９節の負担金補助及び交付金の２７４万１，１００円は、これ

は有価物売却利益の３０％以内の予算の範囲内で各自治会に交付した循環型社会形成推進助

成金と電動生ごみ処理器ほかごみ減量事業に補助したものです。次に２目の塵芥処理費につ

いて説明いたします。予算現額２億８，１７９万３，０００円に対し、支出済額は、２億７，

５４８万４，６３７円です。減額補正として、北薩広域行政事務組合負担金が４２１万２，

０００円で、増額補正として、生ごみ収集及び堆肥化業務及び生ごみ堆肥化支援事業の１，

２１７万５，０００円です。主なものを御説明いたします。８節の報償費３２４万円は、市

内１０８か所のリサイクルステーションにおきまして、環境美化推進員に対する分別指導立

ち合い謝金であります。一か月２，５００円の報酬でお願いをいたしております。１１節の

需用費１，５５２万９５３円の主なものは、生ごみ収集及び堆肥化業務における、保管容器、

収集容器の購入及び指定袋８種類の購入費です。１３節の委託料９，９７８万１，５２８円

は、説明書に記載しております、家庭ごみ収集運搬業務のほか８つの業務委託料であります。

その中で、冒頭で説明をいたしました新規事業ですが、主要事業の成果説明書４３ページに

記載のとおり、生ごみ堆肥化モデル事業に係る、生ごみ収集及び堆肥化業務及び生ごみ堆肥

化支援事業でございます。この事業はごみの減量化を目的とし、平成２６年１０月から実施

いたしております。市内６地区をモデル地区に指定し、計２７か所のごみステーションで生

ごみの収集を行いました。平成２６年度の収集実績については、生ごみ２２１トンを収集す

る事ができました。この事により、北薩広域行政事務組合、環境センターで処理されます可

燃物の量が昨年度と比べますと４６１トン減少しております。生ごみの収集量よりさらに２
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４０トンごみの減量化が図られている事から、この事業が呼び水となり、さらなるごみの減

量化が進んだものと思われます。本年２７年度から対象区を１４区増やし２０区１６５か所

のごみステーションでこの事業を実施しております。次に、平成２５年度より実施しており

ます海岸漂着物対策推進事業でございます。成果としましては、漂着物として可燃物２８．

５トン、不燃物１．２トンを収集しておりますが、何より、阿久根大島、脇本海岸及び大川

島海岸といった阿久根市を代表する観光地が清掃され、海岸利用者に好評を得ているところ

です。なお、本事業は、２５年・２６年度と２か年の限定事業でありましたが、全国的にも

好評であったことから、国は継続事業として事業実施することを決定し、市においても平成

２７年度も事業採択されております。２８年度以降についても継続して事業採択のお願いを

する意向であります。１９節の負担金補助及び交付金の１億５，３１３万４，０００円は、

北薩広域行政事務組合へのじんかい処理費とリサイクル処理費への負担金であります。次に

３目し尿処理費の予算現額、支出済額の５，２０４万８，０００円は、し尿処理負担金です。

以上で歳出の説明を終わります。 

次に歳入について説明いたします。なお歳入については、決算に関する説明書で説明をい

たします。１０ページをごらんください。 

１２款１項３目衛生使用料は、備考欄にあります墓地等の電柱の占用料が１万６，７９５

円、葬斎場使用料が１５８万４，０００円となっています。次に、１１ページをお願いしま

す。１２款２項１目総務手数料の中で、当課所管分、三笠支所及び大川出張所分として、戸

籍住民基本台帳手数料が１，０８７万４，４００円となっています。次に１２ページをお願

いします。３目の衛生手数料の中で清掃手数料として１，５０２万５，０２８円は市の指定

ごみ袋売却代が主なものです。次に１３ページをお願いします。１３款２項３目１節衛生費

国庫補助金のなかで、小型合併処理浄化槽設置整備事業費１，５００万８，０００円が当課

所管分であり、１３４基分でございます。次に１４ページをお願いします。３項委託金１目

の総務費委託金２万５，０００円と１６万７，０００円は、自衛官募集事務費と中長期在留

者住居地届出等事務費それぞれの委託金です。次の２目の民生費委託金の中で、６１６万９，

６５１円が国民年金事務費として当課の所管分となります。次に１６ページをごらんくださ

い。１４款２項３目衛生費県補助金の中で、小型合併処理浄化槽設置整備事業費として、県

の補助金が１，２１５万６，０００円であり、一番下の環境保全対策事業費の２，６５０万

１，０００円が、海岸漂着物対策に関する補助金です。次に１７ページをお願いします。３

項委託金１目総務費委託金総務管理費委託金８万１，０００円の中で、住基カード用電子署

名分２万１，０００円が当課所管分であります。次の次、戸籍住民基本台帳費委託金として、

人口動態調査事務費が３万３，５６３円、市町村権限移譲交付金が２３万８，０００円です。

同じページの３目衛生費委託金４８万９，０００円は墓地及び浄化槽に関する事務並びにウ

ミガメ保護監視事務の事務費交付金であります。次に２１ページをお願いします。雑入関係

になります。５項４目雑入のうち、市民環境課所管分として中段に私用電話料、その他分で

三笠支所分が７，４５２円であります。次に２２ページをごらんください。上から１０行目

資源ごみ有価物売払代として、９３４万７，４８８円であります。次に２３ページ、市債関

係です。２０款１項３目保健衛生債のうち１，７３０万円は小型合併処理浄化槽設置整備事

業債であり、県の市町村振興資金貸付事業を活用して借り入れたものです。充当率は９０％

です。次の次の行、塵芥処理施設整備事業債６９０万円は北薩広域行政事務組合が整備しま

す新焼却処分場建設に対して過疎債にて財源充当したものです。充当率は１００％でござい

ます。以上で、説明は終わります。 

なお、主要事業の成果につきましては、成果説明書の４２ページから４４ページに記載し

てありますので、お目通しください。 

三笠支所、大川出張所につきましては、特に報告・説明をする事項はありません。 

ご質問に対しまして、私及び担当係長を含め答弁させていただきます。よろしくお願いい

たします。 
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牟田学委員長 

課長の説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

仮屋園一徳委員 

  決算に関する説明書の４１ページ、４款１項４目の環境衛生費の中で小型合併浄化槽折口

ニュータウンの小型合併浄化槽の整備が終わったということで説明があったんですが、全部

終わったので旧施設は当然使用されていないと思うんですが、あれについてはどのような話、

あとがですね、どのような話をされたのか、そのへんはいかがですか。 

石澤市民環境課長 

  残施設につきましては、現在汚泥の汲み取りも済んでおりまして、あと解体するのみとな

っておりますが、所管が組合開発ということでございまして、今そういった解体するといっ

た意向はないということでお話を伺っております。 

仮屋園一徳委員 

  じゃあ施設については組合開発が自分のものだという認識は持っているわけですね。 

石澤市民環境課長 

  そのとおりでございます。 

  [仮屋園一徳委員「了解しました」と発言あり] 

牟田学委員長 

  ほかにありませんか。 

山田勝委員 

  成果説明書の４２ページ、海岸漂着物対策推進事業２，６５０万、この事業はですね、事

業そのものは、緊急雇用対策事業に関する事業だったというふうに私は思っているんですよ

ね。それを仕事がない、あるいは方々に対して、直接市が臨時職員として雇用されて継続さ

れて、非常にいいことです。しかしながら、たとえばですね、事業の成果のところにですね、

海岸が非常に改善されたことによりウミガメやシロチドリなどの希少動物の産卵等にも良好

な環境が保たれるようになったとありますが、去年、その前、そしてことしとね、ウミガメ

の産卵の状況は少し変わりましたか、どうですか。 

石澤市民環境課長 

  海岸がきれいになったことによりまして、上陸個体数はふえていると思っております。 

山田勝委員 

  いや、増えていると思っているでは困るわけよね、現実に向こうでですね、調査をしてい

らっしゃるので、あなたがふえていると思っておりますでは、答弁になりませんよ。 

石澤市民環境課長 

  すいません、資料を持ち合わせておりませんので、のちほど提出させていただきます。 

牟田学委員長 

  ほかにありませんか。 

竹原恵美委員 

  成果説明書の４３ページ、４款２項２目塵芥処理費、生ごみ堆肥化処理モデル事業なんで

す。成果の説明としては、堆肥化が軌道に乗れば市内のということがあるんですけど、今、

サイクルはどのようになっていますか。つまり、サイクルになっているのか、それともまだ

終にできあがった部分、堆肥がどう出ていくか、途中で止まっているのか、ちゃんと処分

がサイクル上になって、軌道に乗るという状態に、軌道に乗るという形になりつつあるのか。 

石澤市民環境課長 

  生ごみにつきましては、堆肥につきましては、順調に処分されております。 

竹原恵美委員 

  軌道に乗るとおっしゃる部分、生ごみってサイクルとして、よく 終の堆肥をどう処分す

るところ、どのような処置をするところで円滑に処理ができる。無駄なく処理ができるとい

うサイクルを描くかと私は思っていたんですが、 終の堆肥はどのように処置されているの
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ですか。 

石澤市民環境課長 

  終の堆肥につきましては、家庭菜園等に使われているほかですね、農業等に使われてお

ります。 近ですね、農業等に使われているということでございますが、果樹農家、竹林農

家、じゃがいも農家等がですね、堆肥を持って、使っていただいているということでござい

ます。 

竹原恵美委員 

  それは、堆肥はどこでどういうふうな処分をされているか、広報されているのか、引き取

りに来てくださいとかそういうことになっているんでしょうか。 

石澤市民環境課長 

  家庭菜園等で使われる分につきましてはですね、袋詰めをして、北薩環境共同事務組合の

ほうでお渡しいたしております。少量の分につきましてはですね、配達をいたしております。

そして大量に使われる分につきましては現地に処理施設に取りに行っていただいております。

以上でございます。 

竹原恵美委員 

  そこは、有料なんでしょうか。有料でしたらお金の動きということも報告をください。 

石澤市民環境課長 

  堆肥につきましては無料でございます。 

牟田学委員長 

ほかにありませんか 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

 なければ、認定第１号中、市民環境課、三笠支所、大川出張所所管の事項について、審査

を一時中止いたします。委員の皆様にお聞きいたします。この際、暫時休憩をして、健康増

進課の一般会計の説明まで受けたいと思いますがどうでしょうか。 

 [「異議なし」と呼ぶ者あり] 

 よろしいですか、説明まで。 

山田勝委員 

  まず、求める資料と言いますと、１、２６年度一般会計の人件費及び一般会計からの予算

として繰り入れる人件費、特別会計消防署、臨時職員、嘱託職員の人件費の合計の内訳、２、

１０款６項４目学校給食センター運営費に関して米飯の米の使用量と生産農家名、３、３款

１項２目心身障がい者福祉費に関して、各障がい者施設の措置費、４、国民健康保険特別会

計に関し、市民の医療費について市民健康保険の医療費総額及び公費負担額に関する資料を

委員会として請求をしていただきたいと思います。 

牟田学委員長 

今、山田委員から資料の提出をということで、もう一回言います。一番目に、平成２６年

度一般会計の人件費及び一般会計からの予算として繰り入れる人件費、特別会計消防署、臨

時職員、嘱託職員の人件費の合計額とその内訳、２番目に、１０款６項４目、学校給食セン

ター運営費について米飯の米の使用量と生産農家名、３点目、３款１項２目、心身障がい者

福祉費に関し、各障がい者施設の措置費、４点目、国民健康保険特別会計に関し市民の医療

費について、国民健康保険の医療費総額及び公費負担額以上でよろしいですか。 

[山田勝委員「はい」と呼ぶ] 

わかりました、以上に関しては委員会で請求をいたします。これに御異議ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

なければ、そのように決定しました。 

 この際、暫時休憩をいたします。 

（市民環境課退室） 
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  （休憩 １５：０９～１５：２０） 

 

（健康増進課入室） 

 

牟田学委員長 

  休憩前に引き続き委員会を開きます。皆さんのお手元に選挙時における職員の時間外手当

等に関する資料を配布してありますので、お目通しお願いいたします。 

  次に、認定第１号中、健康増進課所管の事項について審査に入ります。課長の説明を求め

ますが、説明は所管の決算内容、新規事業や改良を加えた点、事業の執行による行政効果等

について、簡潔明瞭にお願いします。 

児玉健康増進課長 

  それでは、認定第１号のうち、健康増進課及び地域包括支援センター所管分について御説

明申し上げます。はじめに、一般会計から国保・介護・後期高齢者医療に係る各特別会計へ

の平成２６年度決算における繰出金について申し上げます。３特別会計への繰り出し金につ

きましては、総額で１０億３，４５７万３，７３８円であり、平成２５年度と比較しますと

１億４，９２８万４，７７９円、１６.９％の増となっております。それでは、歳出から御

説明いたします。決算に関する説明書は３４ページ、事項別明細書は３１ページをお開きく

ださい。第３款民生費１項１目社会福祉総務費２８節繰出金の支出済額４億７，１７９万９，

０００円は、国民健康保険特別会計への繰出金であり、前年度比１億３，２５７万７，００

０円、３９.１％の増となりました。次に、決算に関する説明書は３７ページ、事項別明細

書は３２ページになります。３目老人福祉費１９節負担金補助及び交付金のうち、社会福祉

法人顕浄会が整備した小規模特別養護老人ホームあかりへ平成２５年度の繰越事業分で介護

基盤の緊急整備特別対策事業として、１億１，６００万円、開設時から安定したサービスが

提供できるように施設開設準備経費助成特別対策事業として１，７９２万２，０００円を補

助しました。２８節繰出金の支出済額４億２，５１２万４，０００円は、介護保険特別会計

への繰出金であり、前年度比５２８万６，０００円、１.３％の増となりました。事項別明

細書３３はページになります。８目後期高齢者医療費１９節負担金補助及び交付金の支出済

額３億７，１４６万９，７９１円は、鹿児島県後期高齢者医療広域連合の一般会計の共通経

費負担分、特別会計の共通経費負担分及び広域連合が阿久根市分として医療機関に支払った

療養給付費の１２分の１である、後期高齢者広域連合療養給付費であり、前年度比８４１万

６６９円の減となっております。２８節繰出金の支出済額１億３，７６５万７３８円は、後

期高齢者医療特別会計へ繰り出したものであり、前年度比１，１４２万１，７７９円、９.

０％の増となっております。次に、決算に関する説明書は４０ページ、事項別明細書は３６

ページになります。主要事業の成果説明書は２６ページから２８ページと３２ページになり

ます。 

[牟田学委員長「課長もう少しゆっくり」と発言あり] 

第４款衛生費１項１目保健衛生総務費の支出済額１億３，９０９万７４５円は、健康増進

課、地域包括支援センター及び環境対策係の職員１７名分の人件費のほか、歯科指導や管理

栄養指導を行う嘱託職員３名の報酬と妊婦健康診査業務などに係る委託料が主なものであり

ます。８節報償費は３か月児、１歳６か月児、３歳児等の各健診事業に係る医師等への謝金

であり、１３節委託料のうち、在宅当番医制事業は休日における一次救急医療を出水郡医師

会に委託したものであり、妊婦健康診査業務は、県医師会や済生会川内病院等へ委託したも

のであります。１９節負担金補助及び交付金のうち、出水総合医療センター野田診療所にお

ける夜間一次救急診療所の運営経費の負担金は４４９万７，４５８円であり、利用者につい

ては、全体で平成２５年度１，３１０人でありましたが、平成２６年度は１，３４１人、そ

のうち阿久根市分といたしましては２５年度が２８４人でしたが、２６年度は３２１人へと

なっております。次のドクターヘリ運航事業救急車搬送１万６，０００円につきましては、
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鹿児島市への５件分の負担金であります。補助金につきましては、出水郡医師会が行う病院

群輪番制病院事業への補助金６９３万３，９００円が主なものであり、特定不妊治療費助成

事業につきましては、１人につき１年度１５万円を上限に補助するものであり、１０件分１

３３万１，６８０円を補助したところであります。２０節扶助費は未熟児養育医療費であり、

当初予算において９名分、２２５万円を計上しましたが、実績として４名分、６８万２，５

９７円を支出し、１５６万７，０００円余りの不用額となっております。２３節償還金利子

及び割引料の支出済額３１７万１，４８５円は、平成２５年度の養育医療事業に係る国及び

県負担金の精算返納金になります。次に２目健康増進費の各種がん検診等及び３目予防費の

各種予防接種の実施状況につきましては、主要事業の成果説明書の３２ページに記載してあ

ります。健康増進費のがん検診事業についてでありますが、受診率向上策として大腸がん検

診の無料クーポン対象者の方で未受診の方につきましては、平成２５年度から葉書による受

診勧奨を実施し、僅かではありますけれども受診率を上げることができております。また子

宮けいがんワクチンの予防接種につきましては、厚生労働省から平成２５年６月１４日付け

で積極的勧奨を中断しておりますけれども、接種率は平成２５年度が１５.４％ありました

が、平成２６年度につきましては０.５％と減少しております。この影響ということかもし

れませんが、子宮けいがん検診の受診率については前年度２０.５％でありましたが、２５.

７％へ増加をしております。また平成２５年度の阿久根市の３９３名の死亡者の死因分類を

分析しますと、第１位が悪性新生物、いわゆるがんになりますが、これが２９.０％、第２

位が脳血管疾患、いわゆる脳卒中、これが１３.２％、第３位は心疾患、心筋梗塞などの心

臓病になりますが１３.０％、第４位が肺炎で７.１％となっているようであります。なお、

全国の指標と比較して阿久根市が高いのは男女とも急性心筋梗塞となっております。それで

は、決算に関する説明書は４１ページ、事項別明細書は３７ページになります。２目健康増

進費の支出済額４，７３６万５，２０６円は、県民総合保健センターや鹿児島県厚生農業協

同組合連合会に委託し実施したがん検診業務や健康診査などの委託料のほか、訪問指導嘱託

員の報酬、保健推進員への活動謝金、健康教育・健康相談・各種がん検診時の看護師等への

謝金などが主なものであります。１３節委託料のうち、平成２８年度から１０年間の計画期

間である、第２次健康増進計画書作成のため、市民へのアンケート調査及びその分析業務を

７９万９，２００円で業者に委託しております。なお、各種がん検診などの受診者数や受診

率は、先ほど申しげましたとおり主要事業の成果説明書に記載してありますが、がん検診の

受診後、精密検査が必要とされた方は、胃がん検診では１６４名、このうち早期がんと診断

された方はいらっしゃいませんでした。大腸がん検診では１８６人で、そのうち早期がんと

診断された方が１人、肺がん検診では８０人で、そのうち原発性肺がんと診断された方が１

人、子宮がん検診では１６人で、子宮がんと診断された方はいらっしゃいませんでした。乳

がん検診では８１人で乳がん疑いのある方が１人ということになっております。また、集団

健康教育が８４回の２，０７５人、健康相談が５０回の３７９人と各地区への出前講座や保

健センターでの市民健康講座、まちの健康相談室など、市民の健康意識の向上に努めたとこ

ろであります。次に、３目予防費の支出済額４，５４５万１，２９５円は、各予防接種に係

るワクチン代の需用費と出水郡医師会等へ委託した個別予防接種業務の委託料が主なもので

あります。平成２６年度は、成人用肺炎球菌ワクチンの予防接種が定期接種となったことか

ら、前年度と比較しますと委託料が増となっております。結核レントゲン検診につきまして

は、主要事業の成果説明書３２ページ右下に掲載してありますが、間接撮影を受けた方が３，

９２８人で受診率は８７.１％、そのうち４４名の方が要医療という検診結果でありました。

次に、決算に関する説明書は４２ページ、事項別明細書は３８ページになります。６目保健

センター管理費の支出済額は７５５万５，９４８円であり、保健センターの管理に必要な消

耗品の購入や庁舎警備業務などの委託料のほか、平成２６年度は、電源立地地域対策交付金

を財源として、駐車場等の補修工事及び高架水槽取替工事を実施いたしました。以上で歳出

を終わり、次に歳入について御説明いたします。 
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歳入については決算に関する説明書のみで説明します。９ページになります。第１１款分

担金及び負担金２項４目衛生費負担金の収入済額１３万５３０円は、未熟児養育医療に係る

保護者の負担金であります。１０ページになります。第１２款使用料及び手数料１項３目衛

生使用料のうち保健センター土地占用料の１，１００円は、保健センターの敷地内にある九

州電力株式会社の電柱１本分の占用料になります。１２ページになります。２項３目衛生手

数料のうち狂犬病予防接種の７４万１，８５０円は、犬の登録に係る新規登録手数料と注射

済票交付手数料になります。１３ページになります。第１３款国庫支出金１項２目民生費国

庫負担金のうち 後の行になりますが、国民健康保険保険基盤安定負担金９３４万８８７円

は、国民健康保険税の保険者支援分に係る国の負担分であります。３目衛生費国庫負担金の

収入済額５９万１，３００円は、未熟児養育医療に係る国の負担分になります。２項３目衛

生費国庫補助金のうち疾病予防対策事業費の１０８万円は、がん検診推進事業の実施に伴う

国の補助基準額２分の１の補助金になります。１４ページになります。第１４款県支出金１

項２目民生費県負担金うち上から６行目になりますが、保険基盤安定拠出金１億１９３万８，

４３０円は、後期高齢者医療の保険料軽減分としての県の負担分であります。次のページの

民生費県負担金の 後の行になりますが、国民健康保険保険基盤安定負担金７，６９万７，

９３８円は、国民健康保険税の保険税軽減分及び保険者支援に係る県の負担分であります。

３目衛生費県負担金の収入済額３２万８，５００円は、未熟児養育医療に係る県の負担分に

なります。２項２目民生費県補助金のうち上から１０行目になりますが、平成２５年度の繰

越事業である介護基盤の緊急整備特別対策事業１億１，６００万円、次の行の施設開設準備

経費助成特別対策事業費１，７９２万２，０００円は、先ほど申し上げました社会福祉法人

顕浄会が整備した小規模特別養護老人ホームに対する県の補助金であります。 

[牟田学委員長「課長ちょっと早いですよ」と発言あり] 

下から３行目になりますが、安心こども基金総合対策事業費の収入済額８７２万６，００

０円のうち、健康増進課所管は５万円になりますが、こんにちは赤ちゃん事業として生後３

か月までの乳児のいるお宅に配布する、絵本の購入費に対する県の補助金であります。１６

ページになります。３目衛生費県補助金のうち健康増進支援事業費１１３万１，０００円は、

健康診査等に係る３分の２の県の補助金になります。１７ページになります。３項２目民生

費委託金のうち社会福祉費委託金１７万６，０００円は、医師法関係等の免許申請などに係

る市町村権限移譲交付金になります。１９ページになります。第１５款財産収入１項２目利

子及び配当金のうち下から８行目になりますが、高額療養資金貸付基金の利子１９９円の収

入がありました。高額療養資金貸付基金につきましては、基金の運用に関する調書にもあり

ますけれども、１００万円を原資として平成２６年度は国民健康保険の被保険者６名に対し

まして１５９万１，０４８円の貸付けを行っているところであります。２０ページになりま

す。第１７款繰入金２項３目介護保険特別会計繰入金の収入済額１，０８３万１，４７９円

は、平成２５年度分の一般会計から繰り出した介護給付費等の精算に伴う介護保険特別会計

からの精算返納金になります。２１ページになります。第１９款諸収入５項４目雑入のうち

上から４行目になります、後期高齢者健診業務広域連合補助金２１６万１，０００円は、阿

久根市の後期高齢者に係る長寿健診費用についての広域連合会からの補助金であり、その２

行下の長寿・健康増進事業広域連合補助金２６万１，９００円は、元気高齢者健康づくり訪

問指導事業に係る広域連合会からの補助金になります。その３行下、雇用保険料のうち健康

増進課所管分として４万４，２８１円の収入がありました。その６行下、がん検診時の個人

負担分として５１９万１００円、２行下、肝炎ウィルス検診等の個人負担分として９万７，

７００円、４行下になりますが、保健センターに設置してある自動販売機の電気料としてコ

カ・コーラウエスト株式会社薩摩川内から５万２，３６５円、５行下になりますが、保健セ

ンターでの実習生受入れの謝礼金として鹿児島大学と広域医療センター附属阿久根看護学校

から５万２，８８０円、次のページになりますが、上から３行目、コピー使用料のうち８０

円ありました。５行下、保健センターの原子力立地給付金として２万７，５２８円、真ん中
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より少し下になりますが、後期高齢者医療広域連合から前年度の療養給付費負担金の精算金

として、５６９万２，９２５円の収入があったところであります。次に２３ページになりま

す。市債、第２０款１項３目衛生債のうち、夜間一次救急診療所運営事業債３００万円は、

平成２３年８月から出水総合医療センター野田診療所内に設置された夜間一次救急診療所に

係る負担金に充当したものであります。以上で認定第１号に係る健康増進課及び地域包括支

援センター所管分についての説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 

[山田勝委員「きょう質疑までしてよかせん」と発言あり] 

牟田学委員長 

ほかの委員の方どうでしょう。よろしいですか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

はい、それでは課長の説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

山田勝委員 

  決算に関する説明書のですね、３４ページから３６ページ、３７ページにですね、国民健

康保険、繰り出し金ですよ、国民健康保険そして介護保険特別会計、介護保険特別会計が２

つですね、後期高齢者医療特別会計に繰り出し金を出していますよね、合計すれば一般会計

から約１０億繰り出しているわけですが、この繰り出し金の中に、これ法律に基づいて一般

会計でみらないかんという部分と、そうでない部分もあると思うんですが、それだったら説

明してください。 

児玉健康増進課長 

  山田委員にお答えいたします。いわゆる法定外の繰り出しのことになるかと思います。法

定外の繰り出しにつきましては、国保特別会計への法定の繰り出しのみということで考えて

おります。平成２６年度につきましては、国保会計の法定外の繰り出しが２億４，１６１万

４，８３２円になっております。以上です。 

山田勝委員 

  国民健康保険特別会計への繰り出し金だけに法定外の一般会計から繰り出しているけれど

も、あとの分については法律に定めてある分以外は出していないということですね。なんで

私がこう言うかと言えば、国民健康保険税をもう長い間阿久根市はいじっていない。いじっ

ていないということは基本的にはいじってその法定以外については国民健康保険税をあげる

とかなんとかせないかん、する方法もあるんだけど、一般会計からずっとこの補充をして、

上げない努力をしているから、はたして去年はいくら一般会計から負担をして、国民健康保

険税の上がるのを抑えているのかなと思って聞いたわけですので、これで結構です。 

牟田学委員長 

  ほかにありませんか。 

 [「なし」と呼ぶ者あり] 

 なければ認定第１号中、健康増進課所管の事項について、審査を一時中止いたします。委

員の皆様にお聞きいたします。本日の審査について何かほかに意見のある方。 

竹原信一委員 

  生涯学習課のほうに市民会館の図面の話をちょっとさせていただきましたけれども、図面

の開示請求をお願いしたいと思います。 

野畑直委員 

  決算に関する説明書の歳入の部分で１６款１項１０目教育費寄付金の中に、阿久根市文化

協会からここ数年、毎年２０万ずつ寄付されていると思うんですが、これまで累計でいくら

になったのかというところで資料をもらってもらいたいのですが。 

山田勝委員 

  阿久根市文化協会を含む市民交流センターに積み立ててくれということで、一般市民から

もね、あるいはほかのとこいからも来てるというふうに私は記憶をしているのですが、そう

いうのも含めて提示してください。 



 

- 40 - 

岩﨑健二委員 

  文化協会からいくら、一般からいくら、そのほかにいくら、合計でいくらというようにわ

けていただけたらと思います。 

牟田学委員長 

  はい、わかりました。ほかにありませんか。 

 [「なし」と呼ぶ者あり] 

  それでは委員の方にここでお諮りいたします。本日の審査はこの程度にとどめ、散会した

いと思いますが、これにご異議ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

ご異議なしと認め、本日はこれにて散会いたします。 

あすは午前１０時より再開いたします。 

 

（散 会  １５時４９分） 

 

決算特別委員会委員長   牟 田  学  

 


